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序     文 
 

エジプト・アラブ共和国（以下、「エ」国と記す）における保健をとりまく状況は全般的に改

善の傾向にありますが、地域、経済、教育水準など様々な要因により格差が拡大しており、地方

や農村部の貧困層では保健医療サービスへのアクセスが低く、保健指標の改善が遅れています。

特に、学齢期の子どもの間では、貧血、成長不良、寄生虫症などの発生が大きな問題となってい

ます。学校保健サービスに関する法律は整備されていますが、学校保健活動の実践は不十分な状

況です。しかしながら、これまでの支援は、主に乳幼児や妊産婦を対象としており、学齢期の子

どもを対象とした健康改善・保健医療サービス向上を目的とした支援はあまり行われてきません

でした。それに対して「エ」国は、学校保健をとりまく行政官、医療従事者の能力強化を支援し、

学校保健サービスを促進する技術協力プロジェクトを我が国に要請しました。 
これを受けて我が国は、要請内容を確認するとともに、学校保健サービスに係る問題点・現

状の把握、プロジェクト計画を立案することを目的として、2008年２月２日から同年２月22日ま

で事前評価調査団を派遣いたしました。さらに、事前評価調査の結果、2008年９月16日付にて討

議議事録の署名が行われ、2008年から「上エジプト学校保健サービス促進プロジェクト」として、

４年間の協力が開始されることとなりました。 
本報告書は、上記調査の結果を取りまとめたものです。ここに本調査にご協力を賜りました

関係各位に深甚なる謝意を表しますとともに、今後とも本件技術協力の成功のため、引き続きご

指導、ご協力をいただけますようお願い申し上げます。 
 
平成20年９月 

 

独立行政法人国際協力機構 
人間開発部長 西脇 英隆 
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ファユーム県の学校 学校の子どもたち 

PCMワークショップ PCMワークショップ 

保健局職員への聞き取り調査 学校医への聞き取り調査 

学校のトイレ 学校の手洗い場 



 



略 語 表 
 

DT Diphtheria-tetanus combined toxoid ２種混合（ジフテリア、破傷風ワクチン）

FGM Female Genital Mutilation 女性器切除 

HIO Health Insurance Office 健康保険庁 

IEC 
Information, Education and 
Communication 

啓発活動 

JCC Joint Coordination Committee 合同調整委員会 

M/M Minutes of Meetings 協議議事録（ミニッツ） 

OJT On the Job Training  

PCM Project Cycle Management プロジェクト・サイクル・マネジメント 

PDM Project Design Matrix プロジェクト・デザイン・マトリックス 

PHC Primary Health Care プライマリ・ヘルス・ケア 

PO Plan of Operation  

R/D Record of Discussion 討議議事録 

SAHCD 
School-Aged Children Health Care 
Department 

学齢期児童健康部 

SHC School Health Committee 学校保健委員会 

TOT Training of Trainers 指導者研修 

UNICEF United Nations Children’s Fund 国連児童基金 

USAID 
United States Agency for International 
Development 

米国国際開発庁 

WFP World Food Programme 世界食糧計画 

WHO World Health Organization 世界保健機関 

WHO-EMRO 
WHO-Eastern Mediterranean Region 
Office 

WHO東地中海地域事務局 
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事業事前評価表 
 

１．案件名 
エジプト国上エジプト学校保健サービス促進プロジェクト 
（Project for the promotion of School Health Service in Upper Egypt） 
 

２．協力概要 
（１）プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

本プロジェクトは、学校保健サービスの質の向上を目的として、中央および地方レベ

ルによる学校保健活動のモニタリング・指導監督体制の整備、学校保健関係者の能力強

化、教員や保護者の学校保健活動への参画促進を通じた学校保健実施体制を強化する。

上エジプト地域ファユーム県タメイヤ郡をパイロット地域とし、実施体制の強化のもと

ヘルスプロモーションスクール1
 という実践的な学校保健モデルを開発し、将来的には

上エジプト地域におけるヘルスプロモーションスクールの増加によって、学校保健が推

進され、更には学齢期の児童の健康状態が改善されることをめざす。 
 

（２）協力期間 
2008年９月～2012年８月（４年間） 

 
（３）協力総額（日本側） 

約3.8億円（概算） 
 
（４）協力相手先機関 

保健人口省学齢期児童健康部（SAHCD）、健康保険庁（HIO） 
 
（５）国内協力機関 

未定 
 
（６）裨益対象者及び規模、等 

１）直接裨益者 
ａ）中央レベル 

保健人口省プライマリヘルスケアセクター学齢期児童健康部および健康保険庁の

行政官 
ｂ）県・郡レベル 

・プロジェクトパイロット地域（ファユーム県タメイヤ郡）の県・郡保健事務所の

行政官、健康保険クリニックの学校医・学校看護師、保健所の医師・看護師など

保健医療スタッフ（約150人） 
・上エジプト地域の他県における県・郡保健事務所の行政官、健康保険クリニック

の学校医・学校看護師、保健所の医師・看護師など保健医療スタッフ 

                                                        
1 ヘルスプロモーションスクール（Health Promotion School）とは、「本プロジェクトを通して開発される学校保健活動を

実施する学校」と定義し、子どもの健康状態の改善を目的に、中央・県・郡レベルのモニタリング・指導監督体制によ

って支えられ、それぞれの学校の状況に応じた学校保健活動を段階的に実施する。WHOが実施した“Health Promoting 
School”とは区別する。  
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ｃ）学校レベル 
ファユーム県タメイヤ郡の小・中学生（約10,000人）、教員 

２）間接裨益者 
ａ）中央レベル 

教育省のスタッフ 
ｂ）学校レベル 

上エジプト地域他県の小・中学生（約500万人）、教員 
 

３．協力の必要性・位置づけ 
（１）現状及び問題点 

エジプト・アラブ共和国（以下、「エ」国と記す）における保健をとりまく状況は全

般的に改善傾向にあるが、地域、経済、教育水準など様々な要因により格差が拡大して

おり、地方や農村部の貧困層では保健医療サービスへのアクセスが低く、保健指標の改

善が遅れている。特に、地方あるいは都市部の貧困コミュニティの学齢期の子どもの間

では、貧血、成長不良、寄生虫症などの発生が大きな問題となっている。しかしなが

ら、これまで「エ」国における他ドナーの支援は、主に乳幼児や妊産婦を対象としてお

り、学齢期の子どもを対象とした健康改善・保健医療サービス向上を目的とした支援は

あまり行われてこなかった。 
「エ」国では、1957年大統領令第273号により、学校保健部門が教育省から保健省に

移管されることとなり、1993年にはすべての学童の健康保険加入が制度化され「学校保

険法ガイドライン（Manual of Student Health Insurance Act）」が定められた。同ガイドラ

インでは、健康保険庁（HIO）の管轄するクリニックに所属する学校医・学校看護師等

によって、定期健康診断、予防接種、感染症の報告、医学的な診察検査、健康的な学校

環境の維持、健康教育、飲料水検査などの学校保健サービスが実施されることが規定さ

れており、学校における子どもへの保健サービスはこの健康保険制度により保障されて

いる。しかし、学校医・学校看護師等は複数の学校を管轄していることが多く、学校

医・学校看護師等の増員計画はあるものの早急な配置は見込めないため、十分な学校保

健サービスが行き届くには至っていない。他方、学校医・学校看護師等がいない学校は

保健人口省プライマリヘルスケアセクターが管轄する一次医療施設の医師・看護師によ

ってカバーされることになっているが、他業務との兼ね合いにより学校保健サービスが

十分に提供されているとはいえない。さらに、教員や学童は学校保健活動を主体的に行

う意識が醸成されていないため、学校での保健活動の実践は不十分である。 
このような状況に対し、行政官や学校医・学校看護師等による学校保健実施体制の整

備を図るとともに、学校医、学校看護師等だけに頼らない、地域の医師・看護師、教

員、学童、保護者を含むコミュニティを巻き込んだ形での学校保健活動の実践が必要で

あり、学校の状況に応じて健康教育、衛生環境の整備、保健医療活動等それぞれの活動

に優先順位を付けながら取り組み主体の役割分担を図ることで、現状を踏まえた学校保

健サービスの促進が望まれる。 
 
（２）プロジェクト形成にあたっての背景 

「エ」国における学校保健に関する協力は本プロジェクトが最初となる。これまでの

日本の支援は他ドナーと同様に乳幼児や妊産婦を対象としたものであったが、全般的な

保健状況の改善の中で、その影に存在する格差拡大により取り残された地方や貧困層の
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医療サービスへのアクセス改善の必要性があった。また、「エ」国に派遣されてきた就

学前教育にかかわる青年海外協力隊員からは、施設における衛生概念の欠如が指摘され

ていた。このような状況を受け、2005年より保健医療サービス向上プログラムの案件形

成のために企画調査員が派遣され、貧困層が抱える健康問題に対し、就学齢期の段階か

ら対策を行うアプローチとして学校保健サービス促進のためのプロジェクトが形成され

た。 
 
（３）相手国政府国家政策上の位置づけ 

「エ」国国家５ヵ年計画の保健セクターでは、保健サービスの質の改善、遠隔地にお

けるサービスへのアクセス向上、地方と都市部の格差是正、治療と予防サービスの財源

支出格差の是正などが重点分野としてあげられている。特に、社会開発が遅れている上

エジプト地域の貧困削減対策は大きな課題の一つであることから、上エジプトの農村地

域をターゲットとする本プロジェクトは、「エ」国の国家５ヵ年計画と整合性がある。

また、1997年から世界銀行、USAIDの主導のもと実施されている「保健セクターリフォ

ーム計画」は、保健医療サービスの向上、組織・運営能力の向上等をめざしており、本

プロジェクトが目的とする「学校保健サービスの質の向上」にも合致する。 
 
（４）我が国援助政策との関連、JICA国別事業実施計画上の位置づけ（プログラムにおけ

る位置づけ） 
「エ」国に対する国別援助計画（案）において、「貧困削減・生活の質の向上」は援

助計画目標とされ、基礎医療サービスの向上を含む保健医療の充実は、重点分野として

位置づけられている。また、JICA国別事業実施計画でも、保健医療サービスの向上は

重要な開発課題とされており、本プロジェクトは、学童の健康・栄養状態の改善をめざ

した「公共サービス拡充・改善プログラム」の一環を成すものである。 
 

４．協力の枠組み 
〔主な項目〕 
（１）協力の目標（アウトカム） 

１）協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 
＜プロジェクト目標＞ 

・ヘルスプロモーションスクールの普及を通じて、タメイヤ郡において学校保健サ

ービスの質が向上する。 
・上エジプト地域において、ヘルスプロモーションスクール普及の基盤が整う。 

＜指標・目標値＞ 
・学校保健サービスに対する教員、児童、保護者の不満足度の減少 
・保健指標の改善 

２）協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 
＜上位目標＞ 

・上エジプト地域におけるヘルスプロモーションスクールと学校保健サービスの拡

大を通じて、学校保健が推進される。 
＜指標・目標値＞ 

・上エジプト地域５県以上でのヘルスプロモーションスクールの導入 
・保健人口省児童健康部による定期的な研修の実施 
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＜スーパーゴール＞ 
・上エジプト地域において、学齢期の子どもの健康状態が改善する。 

＜指標・目標値＞ 
・保健指標の改善 

 
（２）成果（アウトプット）と活動 

１）成果１：学校保健モニタリング・指導監督の仕組みが、郡レベルで開発・設置され

るとともに、中央・県レベルで強化される。 
 
＜活動＞ 

1-1 学校保健に関与する郡、県、中央の行政官および学校医・学校看護師等の代表

に対し、学校保健モニタリング・指導監督に関するワークショップを開催す

る。 
1-2 学校保健モニタリングに関するガイドラインと実践マニュアルの草案を策定す

る。 
1-3 学校長を含む関係者の参画を得て、ヘルスプロモーションスクールのパイロッ

ト校をタメイヤ郡の学校の中から選ぶ。 
1-4 タメイヤ郡の選定されたパイロット校の参画を得て、実際のモニタリング・指

導監督計画の草案を策定する。 
1-5 モニタリング・評価のためのベースラインデータを収集する。 
1-6 策定されたモニタリング・指導監督草案に基づき、実施（登録、地域医療施設

での記録、学校医／学校看護師およびパイロット校のモニタリングなど）し、

評価し、修正する。 
1-7 学校保健に関与する中央、県、郡の行政官に対し、学校保健モニタリング、指

導監督に関する定期的な研修を実施する。 
 

＜指標・目標値＞ 
・定期的なモニタリングの実施 
・定期的な指導監督の実施 

 
２）成果２：タメイヤ郡において、学校保健サービスの提供が促進される。 

 
＜活動＞ 

2-1 ヘルスプロモーションスクールのパイロット校に必要な学校医、学校看護師お

よび検査技師を任命、配置する。 
2-2 各パイロット校において学校保健活動を実施する場所（学校クリニックが設置

されていない場合は教室など）を確保・整備する。 
2-3 学校医、学校看護師および検査技師を対象に、学校保健およびヘルスプロモー

ションスクールに関する研修を実施する。 
2-4 健康教育マニュアル（児童のための学習教材、教員やインストラクターのため

の指導教材、学校看護師のためのガイドやマニュアルなど）を開発する。 
2-5 学齢期児童健康部と健康保険庁との連携会議を定期的に開催する。 
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＜指標・目標値＞ 
・ヘルスプロモーションスクールの数（20校以上） 
・学校保健サービスの改善（パイロット校の教員による評価） 

 
３）成果３：学校保健にかかわる人材が強化される。 

 
＜活動＞ 

3-1 パイロット校以外の学校保健に関与する関係者への定期的な研修を実施する。

3-2 学校保健に関与する医師・看護師の職務分掌の草案を策定し、タメイヤ郡での

パイロット校での経験に基づいて、修正する。 
3-3 地域（第一次）医療施設における保健医療スタッフの職務分掌や学校保健専任

医師の柔軟な配置などについて、中央レベルの政策に反映させるよう議論・検

討する。 
3-4 政策に反映させるために中央レベルにおいて、学校保健に関する卒前教育カリ

キュラム改訂について、検討する。 
3-5 実践的なモデルであるヘルスプロモーションスクールを他県に普及するため

に、タメイヤ郡の経験を基に、国のアクションプランを策定する。 
3-6 実践的なモデルであるヘルスプロモーションスクールの学校保健活動の成果を

他県や他の開発パートナーに紹介・普及するために、国レベルのセミナーを開

催する。 
 

＜指標・目標値＞ 
・研修終了後の自己評価 
・研修に基づいた業務の改善の報告 

 
４）成果４：教員や保護者などによるヘルスプロモーションスクールを支援する活動が

強化される。 
 

＜活動＞ 
4-1 タメイヤ郡内のパイロット校の教員を対象に、学校保健およびヘルスプロモー

ションスクールに関する研修を実施する。 
4-2 プロジェクトの研修で強化された教員らと協働して、ヘルスプロモーションス

クールの活動のために、キャンペーンなどを通して保護者会の活性化を図る。

4-3 保護者およびコミュニティの意識啓発のための実践的かつ視覚的な学校保健推

進教材を開発する。 
4-4 ヘルスプロモーションスクールでの活動に関してパイロット校と地方行政機関

との間に連絡協議会を設置する。 
 

＜指標・目標値＞ 
・各パイロット校における新しい支援活動の実施 
・グッドプラクティスの蓄積 
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（３）投入（インプット） 
１）日本側（総額約3.8億円：概算） 

・専門家派遣 
・供与機材（学校保健クリニックの基本設備、事務機器、車両等） 
・研修員受入れ 
・現地業務費（研修実施経費、現地コンサルタント活用費ほか） 

 
２）「エ」国側 

・カウンターパートの配置（保健省、県・郡保健事務所） 
・カウンターパートの人件費 
・プロジェクト事務所スペースの提供（保健人口省学齢期児童健康部、ファユーム

県・郡保健事務所）、事務所維持経費（電気代、水道代等） 
・パイロット校におけるスクールクリニックのスペースの提供（20校） 
 

（４）外部要因（満たされるべき外部条件） 
１）「エ」国政府による学校保健への積極的な参画が継続する。 
２）プロジェクトにより能力強化された人材が、他部署に異動しない。 
３）深刻な伝染病などが発生しない。 

 
５．評価５項目による評価結果 

評価５項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）の観点からプロジェク

トの事前評価を行った結果、以下に述べることを根拠として、事前評価段階での総合的妥当

性は高いと判断される。 

（１）妥当性 
農村部を中心とする保健サービスへのアクセスが容易ではない児童に対して、より効

果的かつ持続的な学校保健サービス提供を可能にする仕組みづくりを目的とする本プロ

ジェクトは、以下に示すとおり、「エ」国の上位政策や受益者のニーズ、また日本の援

助政策との十分な整合性が存在することから、妥当性は高いと判断できる。 
現在進められているヘルスセクターリフォーム計画では、全国民に対して基礎的な保

健医療サービスを提供することを長期的目標としている。また、最も弱い立場にある国

民に優先順位を置くことを「エ」国政府は宣言しており、児童・生徒を含めた家庭全体

を受け持つ家庭保健医・看護師および関連保健スタッフの残留率を高め、予防医療に重

点を置く「家族保健モデル（Family Health Model）」が推進されている。本プロジェク

トによる受益者は、研修参加によって能力強化される保健人口省の保健医療スタッフ・

行政官と、それらの人材とともに学校保健活動に参画するファユーム県タメイヤ郡のパ

イロット校20校をはじめとする小中学校の児童たちである。労働環境の厳しい農村部に

おいて、医療スタッフの定着率は低いうえ、保健医療スタッフ・行政官の学校保健の知

識や経験は乏しく、また最前線の保健医療スタッフを支えるモニタリング・指導監督の

仕組みも現実には機能していないことから、本プロジェクトによって能力強化される意

義とニーズは高い。また、児童にとって保健サービスへのアクセスが容易でないことか

ら受益者のニーズも高い。さらに、保健・医療の充実、社会福祉の向上が「エ」国に対

する援助重点分野と位置づけられており、我が国の援助政策とも合致している。 
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（２）有効性 
有効性は高いことが見込まれる。「ヘルスプロモーションスクールの普及を通じて、

タメイヤ郡において学校保健サービスの質が向上する」というプロジェクト目標は、学

校保健にかかわる保健医療スタッフ個人のスキルアップと同時に、モニタリング・指導

監督機能や研修実施能力などを含む組織全体としてのマネジメント能力を高めた結果と

して現れる状況である。本計画で目標達成の戦略として設置された４つの成果は、以下

の理由により、プロジェクト目標を達成するうえで必要不可欠である。 
成果１は、現時点においては存在していない郡レベルでのモニタリングおよび指導監

督体制を整備し、これを継続的に機能する仕組みとするために、郡レベルを支える県・

国レベルでのモニタリングおよび指導監督体制を改善・強化することをめざしている。

本プロジェクトが、パイロット地域内に限定されたサービス改善ではなく、国全体で機

能する仕組みづくりに貢献するためには、郡・県・国を結び、さらに各行政レベルで横

並びのアクターを結びつけていく仕組みの構築が必要となる。 
成果２は、実際に学校保健サービスの提供が効率的・効果的に実施され、かつ、外部

からの投入が存在しない場合においても自立発展的なサービスを提供するためにはどの

程度のサービス内容にするべきか、どのような方法が最も負担が少なく継続性が確保さ

れ得るかなどの実験証明となる。タメイヤ郡というパイロット地域で、人口の大半が農

村部に暮らす上エジプト９県に普及し得る実践的学校保健モデル＝ヘルスプロモーショ

ンスクールをプロジェクト期間を通じて開発する。他のアウトプットに支えられて実施

されるアウトプット２の実際の学校保健活動は、学校保健サービスの向上に直接的に資

するものである。 
成果３は、学校保健にかかわる保健医療スタッフ個人のスキルアップと同時に、これ

ら個々人の能力を有効に配置・活用できる組織全体としての総合的なマネジメント能力

を高め、学校保健サービスが滞りなく行われる状況を作り出すために不可欠の要素であ

る。また、成果１とともに、パイロット地域での経験を他地域へと拡大・普及するため

の足がかりとなる成果である。 
成果４は、教育省の管轄する学校の現場でかかわる人々、すなわち校長を含む学校の

教員たちが、学校保健の極めて重要なアクターとなるほか、保護者の果たす役割が非常

に大きい。また、学校・学校教員を指導監督する郡・県ひいては中央の教育省の協力

は、学校保健サービスの提供を通じた子どもの健康改善には不可欠であるため、学校保

健を支えるサポーターの活動として成果４も必須の要素である。今後の課題として、教

育省との協力・協働関係を正式に作り上げ、協働して行う活動の内容をより詳細に計画

する必要がある。 
 
（３）効率性 

以下に詳細を示すとおり、活動内容が研修中心となっていること、高額の機材を伴う

活動ではないこと、現地の人材リソースを十分に活用すること、また広範な人材が研修

参加者としてカバーされるように、限られた予算から最大限の効果が引き出せるよう計

画されていることから、効率性は高いと予測される。 
活動の中心は研修であり、機材は学校保健活動に必須の学校保健クリニックの備品な

ど基礎的な保健医療資機材となる。また、「エ」国内の各種専門性を備えた人材を活用

することにより、日本からの短期派遣専門家は、日本の知見が必須と考えられる分野

（学校保健、IECなど）に限定する。また、研修効果を上エジプトに広く裨益させるた
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め、特にプロジェクト後半期間では、他県の代表者にTOTを実施し、カスケード方式で

各県に研修効果を裨益させる。この計画づくりも含めた研修を、中央が主導して指導す

ることにより、中央の能力強化のためのOJTともなる。さらに、他の開発パートナーに

よる関連プロジェクト（例：WHOによる「ヘルスプロモーティングスクールプロジェ

クト」）により育成された人材や教材を活用することにより、プロジェクトの効率性を

高めることが期待される。 
 
（４）インパクト 

上位目標達成に向けた仕掛けがプロジェクト活動の中に組み込まれていること、他ド

ナーによる中東地域周辺諸国を含む既存プログラムとの連携が行われた場合、相乗効果

が期待できることから、インパクトは大きいことが予測される。 
上エジプト地域は、ファユーム県を含めて全９県にて構成される。プロジェクト期間

中は主にタメイヤ郡の位置するファユーム県に焦点が当てられているものの、タメイヤ

郡の経験から得られる持続可能な実践的学校保健モデルを、ファユーム県以外の地にも

広めていく仕掛けが、成果３達成に向けた活動に含まれている。例えば、上エジプト地

域のファユーム県以外の県の学校医、学校看護師の代表が、将来各県における指導者・

講師となる立場の人材として、プロジェクト期間中に研修を受けることになっており、

カスケード方式による研修により多くの人材が育成されることが見込まれる。したがっ

て、プロジェクト後半からプロジェクト終了後に裨益していく最終受益者人口は、上エ

ジプト地域の小・中学生（約500万人程度）にまで膨らむことが期待される。 
また、ヘルスプロモーションスクールという実践的なモデルを他県に普及することを

目的として、国としての全国普及のアクションプランを策定することや、成果を他県や

他の開発パートナーに紹介・普及することを目的として、国レベルでのセミナー開催を

活動に入れている。さらに、保健医療スタッフの卒前教育カリキュラム改訂や職務の見

直しなど政策レベルへの影響を及ぼしつつ、広くポジティブなインパクトが広がる仕組

みを活動に含めることでプロジェクトのインパクトを担保している。さらに、「エ」国

内にとどまらず、WHOが99年より地域展開している“Health Promoting School”とも共

通項が多いことから、セミナーの共催等、同プログラムとの何らかの連携あるいは協働

が行われれば宣伝効果も大きいと予測され、周辺国までをも含むインパクトが期待でき

る。 
負のインパクトに関しては、現段階で具体的に予測されるものはない。 

 
（５）自立発展性 

以下に詳細を示すとおり、学校保健医療サービスの質の向上というプロジェクト目標

を達成する過程で、自立発展的なサービス提供メカニズムを作り出す活動を行うため、

プロジェクトそのものが自立発展性を担保する仕組みとなっており、自立発展性は高い

ことが予測される。 
１）組織的・制度的自立発展性 

組織的・制度的自立発展性に関しては、現時点では、モニタリング・指導監督機能

が十分に働いていない現状が示すように行政能力が高いとはいえないが、本プロジェ

クトを通じて、保健医療行政官の能力強化が図られ（有効性の項目参照のこと）、ま

た全国民に基礎的保健医療サービスを提供することを目標とするヘルスセクターリフ

ォーム政策にも支えられることにより、組織的・制度的な自立発展性を高めていくこ
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ととなる。 
２）技術的自立発展性 

技術的自立発展性については、上エジプト地域で実現可能な実践的モデルであるヘ

ルスプロモーションスクールの具体的な内容をつめていく作業そのものが、プロジェ

クトの活動内容となっている。学校保健医の配置が困難であったり、地理的な条件か

ら学校看護師による巡回が容易ではない学校や、生徒が治療を受けたくとも都市部に

設置された保健施設へのアクセスが難しい地域における学校保健の可能性について、

このタメイヤ郡でのパイロット活動を通して検討していくこととなる。自立発展的な

サービス提供メカニズムを作り出す活動をプロジェクト期間内に行うため、プロジェ

クト自体に自立発展性を担保する仕組みが組み込まれている。また、本プロジェクト

で強化しようとしている技能は、各トレーナーの行う研修に様々な形で横断的に活用

され得るものであり、技術的観点からの自立発展性は高いと判断される。 
３）財政的自立発展性 

財政的自立発展性について、ヘルスプロモーションスクールを広く全国に普及する

ための「エ」国内の予算配置は必ずしも楽観視することはできない。しかしながら、

実践的モデルを普及するために外部資金を獲得することに関して、保健人口省学齢期

児童健康部は前向きな姿勢を示していることに加え、上位目標達成のために組み込ま

れている「上エジプト地域への普及拡大のためのアクションプランづくり」という活

動の中で、具体的な財源を示す普及計画を策定することとなっている。プロジェクト

開始後は、自立発展性確保のために、財源となりうる具体的な外部資金などを検討す

ることが課題となる。 
 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 
「エ」国においては、依然として教育におけるジェンダー格差があり、特に貧しい上エジ

プト地域では、女性の識字率、初等・中等教育への就学率が低いうえ、ドロップアウト率も

女生徒のほうが高い。プロジェクトでは、研修や教材を開発する際、内容に社会・ジェンダ

ー配慮を含め、学校保健の観点から女児の就学促進の環境整備を行うとともに、指標となる

諸データの集計においても、男女別の数値を用いる。 
また「エ」国では、子どもの養育や世話は主に女性の役割とされているため、児童の健康

状態の改善には、母親の理解促進が必須である。上エジプト農村地域における女性の識字率

は高くないため、保護者へのキャンペーン等の啓発活動を実施する際は、絵や写真を活用し

た視覚的な教材を開発するなどの配慮が必要である。 
 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 
JICAが過去に実施した学校保健関連プロジェクトの分析から、学校保健の持続性と自立

発展性の確保には、①政策レベルにおける仕組みづくりの強化、②学校とコミュニティの連

携強化、③学校保健実施のためのマネジメント能力（モニタリング・指導監督を含む）の強

化が重要であり、これらへの包括的な取り組みの必要性が指摘されている。本プロジェクト

ではプロジェクト実施期間中に、プロジェクト終了後もヘルスプロモーションスクールが普

及されるよう、外部資金の調達を含めたアクションプランを中央レベルで策定し、継続した

学校保健をめざすとともに、学校保健関連人材の能力強化、保護者からの支援を強化するな

どの活動を盛り込んでおり、過去の類似プロジェクトからの教訓を積極的に活用している。
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８．今後の評価計画 
中間評価：2010年５月頃 
終了時評価：2012年３月頃 
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第１章 事前評価調査の概要 
 
１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

エジプト・アラブ共和国（以下、「エ」国と記す）における保健状況は、全般的に改善傾向に

あるが、地域、経済、教育レベルなど様々な要因により格差が拡がっており、地方、農村部、貧

困層では、保健医療サービスへのアクセスが低く、保健指数の改善が遅れている。特に、上エジ

プト等の地方あるいは都市部の貧困コミュニティの学齢期の子どもの間では、貧血、成長不良、

寄生虫感染症などの発生が大きな問題となっている。しかしながら、これまで「エ」国における

開発パートナーの支援は、主に乳幼児や妊産婦を対象としており、学齢期の子どもを対象とした

健康改善・保健医療サービス向上を目的とした支援は十分に行われておらず、その対策とサービ

スは遅れている。 
「エ」国では、1957年に大統領令第273号により、学校保健部門が教育省より保健省に移管さ

れ、1993年に「学校保険法ガイドライン（Manual of Student Health Insurance Act）」が定められ、

すべての学齢期の子どもの健康保険加入が制度化されている。同ガイドラインでは、健康保険庁

（Health Insurance Office：HIO）の管轄するクリニックに所属する学校医・学校看護師等によっ

て、定期健康診断、予防接種、感染症の報告、医学的な診察検査、健康的な学校環境の維持、学

校栄養、保健教育、飲料水検査などの学校保健サービスが実施されることが規定されている。こ

のように、学校保健サービス提供のシステムは法律的に整備され、すべての学齢期の子どもが学

校保健サービスを受ける権利を有しているにもかかわらず、実際には保健人口省による実施能力

が脆弱であることに加え、学校医・学校看護師の数が不足しているなどの理由から、学校保健サ

ービスが十分に行き届くには至っていない。 
このような背景のもと、「エ」国政府は2006年日本政府に対し、学校保健サービスの改善およ

び学童の健康状態改善をめざした「上エジプト学校保健サービス促進プロジェクト」を要請した。

日本政府は同要請に基づき本案件を採択し、2007年度事前評価調査を実施することとした。本事

前評価調査団は、本プロジェクトに関する「エ」国側の学校保健分野に係るニーズ、現行の実施

体制、実施状況等を確認し、プロジェクトの枠組み（プロジェクト目標、成果、活動、指標、タ

ーゲットグループ、対象地域等）および実施体制について「エ」国側と協議・合意し、合意事項

について協議議事録（ミニッツ）（Minutes of Meetings：M/M）に取りまとめて署名交換するとと

もに、評価５項目の観点から事前評価を行うことを目的として派遣された。 

 
１－２ 調査団構成 

担当分野 氏名 所属先 派遣期間 

団長／総括 力丸 徹 JICA国際協力専門員 2008.2.11-2.22 

協力企画 阿部 記実夫 JICA人間開発部第三グループ保健人材育成

チーム職員 
2.9-2.22 

評価企画 石井 菜穂子 JICA人間開発部第三グループ母子保健チー

ムジュニア専門員 
2.9-2.22 

評価分析 古谷 典子  株式会社グローバル・リンク・マネジメン

ト 
2.2-2.22 
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１－３ 調査日程 

 2008年２月２日～２月22日まで。 

 月日 曜日 時間 行程 

１ ２月２日 土  成田→ドバイ→カイロ（古谷） 

２ ２月３日 日  9:30-10:30

14:00-15:30

JICAエジプト事務所担当所員との打ち合わせ 
保健人口省学齢期児童健康部（SAHCD）との会合 

３ ２月４日 月 10:00-11:30

14:00-15:30

SAHCDと健康保険庁（HIO）との会合 
SAHCDと教育省Popular Education Unitとの会合 

４ ２月５日 火  ファユーム県タメイヤ郡へ移動 

５ ２月６日 水 11:00-12:30

13:30-14:30

ファユーム県保健局およびHIOとの会合 
ファユーム県教育局との会合 

６ ２月７日 木 10:00-11:30

12:30-13:30

タメイヤ郡内モバイルクリニック、PHC Unit訪問 
タメイヤ郡New Kasr Rash Wan Primary School訪問 

７ ２月８日 金  資料分析 

８ ２月９日 土  資料分析 
（阿部、石井 カイロ着） 

９ ２月10日 日  9:30-10:30

14:00-15:30

JICAエジプト事務所との打ち合わせ 
SAHCD、HIOとの会合 

10 ２月11日 月  

 8:30-9:30 

12:00-13:30

（5:15 力丸 カイロ着） 
団内打ち合わせ 
SAHCDとの会合 

11 ２月12日 火  8:30 

10:30-11:30

11:30-13:00

13:00-14:30

14:30   

ファユーム県へ移動 
HIOファユーム県病院の訪問 
ファユーム県保健局との会合 
タメイヤ郡保健局とのワークショップ 
カイロへ移動 

12 ２月13日 水  8:30 

10:00-11:00

11:00-11:30

 

11:30-13:00

 

13:00-13:30

13:30 

ファユーム県へ移動 
タメイヤ郡保健局との会合 
タメイヤ郡HIOクリニック医師・ヘルスビジターとの

面談 
New Kasr Rash Wan Primary School訪問、児童とのワー

クショップ 
Primary School訪問 
カイロへ移動 

13 ２月14日 木  9:00-15:00

14:00-15:30

PCM ワークショップ（JICA事務所会議室） 
Dr. Naser 第一次官との会合 

14 ２月15日 金  PDM案、ミニッツ案、PO案の作成 

15 ２月16日 土  PDM案、ミニッツ案、PO案の作成 

16 ２月17日 日 午前 

13:30-15:00

団内打ち合わせ（PO案、PDM案、ミニッツ案の修正）

SAHCDとの協議（PDM案・ミニッツ案の検討） 
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17 ２月18日 月 10:30-12:00

午後 

SAHCDとの協議（PDM案・ミニッツ案の検討） 
団内打ち合わせ（PO案、PDM案、ミニッツ案の修正）

18 ２月19日 火 10:30-12:00

午後 

SAHCDとの協議（PDM案・ミニッツ案の検討） 
団内打ち合わせ（PO案、PDM案、ミニッツ案の修正）

19 ２月20日 水  9:00-10:00

11:30-13:00

13:30-14:00

16:00-17:30

18:00-19:00

USAIDとの会合 
WHOとの会合 
HIOとの協議 
SAHCDとの協議 
M/M署名 

２月21日 木  9:00-10:00

 9:30-10:30

15:00-16:00

16:30-17:30

UNICEFとの会合  
Save the Children UKとの会合 
JICAエジプト事務所への帰国報告 
在エジプト日本大使館への帰国報告 
（カイロ発→イエメン着 力丸） 
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２月22日 金  カイロ発→東京着（阿部、石井、古谷） 

 
１－４ 主要面談者 

＜「エ」国側関係者＞ 
（１）保健人口省 

Dr. Nasr Mohamed El-Sayed First Under Secretary 
Dr. Nagwa el Ashry General Director, School-Aged Children Health Care 
 Department（SAHCD）, PHC Sector 
Dr. Sahar M Ahmed Research and Training Coordinator, SAHCD, PHC 
 Sector 
Mr. Alaa H. Hafez Financial Adm. Manager, SAHCD, PHC Sector 
Dr. Hussein Abutaleb Director, Health Directorate, Fayoum Governorate 
Dr. Taha M. Abdel Tawab Director of Primary Health Care Department, Fayoum 
 Governorate 
Dr. Anwar Ali Ahmed El Sewify Director of Endemic Disease Control, Fayoum 
 Governorate 

 
（２）保健人口省健康保険庁（Health Insurance Office: HIO） 

Dr. Dr. Said Rateb Chairman, HIO 
Dr. Omayma Mostafa Officer, HIO 
Dr. Salah Abou Talib General Manager, Fayoum Hospital, HIO 
Dr. Mohasen Gomaa Director of School Health, HIO, Fayoum Governorate 

  
（３）教育省 

Ms. Elham Mohamed Abul Khair Popular Education Unit, Secondary Education Section 
Ms. Zenatyouusef Meabed General Manager of Environmental Education, Fayoum 
 Governorate 
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Ms. Soheun Mohamed Abdel Azeem Inspector for feeding, Fayoum Governorate 
 
＜ドナー関係者＞ 

Ms. Lisa Childs MCH/FP Program Manager, Population and Health 
 Division, USAID 
Dr. George Sanad Project Management Specialist, Population and Health 
 Division, USAID 
Dr. Said Arnaout Regional Adviser, Health of Special Unit, WHO 
 Regional Office for the Eastern Mediterranean 
Dr. Haifa Madi  Director, Health Protection and Promotion, WHO 
 Regional Office for the Eastern Mediterranean 
Dr. Vijaykumar Moses UNICEF 
Mr. Shenouda Mamdouh Save the Children UK 

 
＜日本側関係者＞ 
（１）在エジプト日本国大使館  

野中 振挙 一等書記官 
 
（２）JICAエジプト事務所 

小澤 勝彦 所 長 
小森 正勝  次 長 
田中 顕士郎 所 員 
林  信江 所 員 
Dr. Ashraf El Abd  Program Officer 
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第２章 「エ」国における学校保健の現状と課題 
 
２－１ 学校保健の現状 

（１）学齢期児童の健康状態 
「エ」国においては、乳幼児や妊産婦の保健指数に関するデータは比較的容易に入手で

きるものの、学齢期の子どもの保健データは非常に限られている。これは、学齢期の子ども

の健康問題が、政府間のみならず学校関係者間でも重要視されてこなかったことを如実に表

している。しかしながら、実際に学校現場や医療関係者に対して学齢期の子どもの健康問題

の聞き取りを行うと、特に農村部や都市部の貧困地区の子どもに関する深刻な健康問題が浮

かび上がってくる。これまでの聞き取りおよび人口動態保健調査報告書から、貧血、成長不

良、下痢症、寄生虫感染などが学齢期の子どもの重要な健康問題であると判断される。その

一方で、都市部では一般成人の肥満と慢性疾患とともに、学齢期の子どもの肥満が大きな問

題となっており、新興途上国の特徴の一つである保健問題の二極化が「エ」国でも現れてい

る。 
 

  表２－１ 「エ」国学齢期の子どもにおける主な健康問題 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：１．Egypt DHS 2005 
   ２．T. El-Khoby et al. Am. J. Trop. Med, 62, 2000. 

 

①貧血 

十代の女子の貧血発生率は全国平均で35％、フロンティア州では56％である１。

また、同貧血発生率は小学校低学年、農村部、貧困地帯でより高いことが推測

される。 

②成長不良 

詳細なデータは存在しないものの、乳幼児の成長不良発生率が全国平均で18％

であることから１、学齢期の子どもにおいてもこの数値に近い発生率がみられ

ることが推測される。貧血と同様、小学校低学年、農村部、貧困地区の子ども

において高い発生率が推測される。 

③肥満と慢性疾患 

十代の男子の20％および同年代女子の30％が過体重であると報告されている。

肥満の割合は、それぞれ5.7％と7.6％である。一方、40代の女性の70％が肥満

である１。成人肥満の発生率の高さは世界ワースト10にランクされており、糖

尿病など成人の慢性疾患の多発が社会問題化している。 

④下痢症 

学齢期の子どもの下痢症発生に関するデータは存在しないようだが、聞き取り

調査の結果、下痢の発生も深刻な健康問題であることが判明している。 

⑤寄生虫 

住血吸虫症が農村部で発生している。上エジプトを対象とした調査結果では、

10～14歳の子どもの住血吸虫症感染率が約16％である２。 

⑥女性器切除（Female Genital Mutilation：FGM） 

女性器切除の実施率は15～49歳で95％、12～17歳女子で74％と報告されている１。
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（２）学校保健の責任母体 
学校保健を管轄する組織は、法律的には保健人口省大臣官房付きHIOとなっており、HIO

が管轄するクリニックに所属する学校医・学校看護師等によって学校保健サービスを実施す

ることが規定されているが、近年は専門家集団を有している保健人口省PHCセクター学齢期

児童健康部（School-Aged Children Health Care Department：SAHCD）との共同実施の方向に

ある。この背景には、学校保健サービスの直接的提供者であるHIOクリニック所属の学校

医・学校看護師等は県および郡健康保険事務所の指揮下で複数の学校を管轄していることが

多く、特に農村部では十分な学校保健サービスが行き届いていないことから、学校医・学校

看護師等がいない学校ではプライマリ・ヘルス・ケア（Primary Health Care：PHC）セクタ

ーが管轄する一次医療施設（ヘルスユニット）の医師・看護師、ヘルスワーカーによってカ

バーされている現状がある。 
 

SAHCDはこれまであまり実績がない部であったが、2007年より名称の変更とともに、部

の所在地も母子保健関連部署が集中するオフィスに移動となった。これは、保健人口省が学

校保健分野での実施体制を強化し、本格的に活動を展開する意思の表れであるとも解釈でき

る。これら２つの組織の役割分担は明確になっていない点もあるが、HIOが学校保健サービ

ス提供の実施母体であり、SAHCDは学齢期の子どもの健康改善を目的として、政策、活動

計画、モニタリングなどを遂行する組織であると位置づけることができる。 
 

教育省における学校保健の管轄部署は、人口教育セクターである。15名の専門家を抱え、

セクター支部が各県に設置されており、人口教育並びに衛生教育を推進するための啓蒙活動

を行っている。２年前に行われた教育省での聞き取りでは、学校保健のための教育活動の実

施は確認できなかったため、現在も実質的な改善の取り組みはあまり進められていないもの

と考えられる。 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２－１ 学校保健サービスの提供と関係機関の役割 

学校保健サービス
健康診断

予防接種
感染症報告

保健教育
医療機関紹介
学校環境

学校栄養

学童

学校医

学校看護師
ヘルスユニット

医療サービス
スクールクリニック
ヘルスユニット
健康保険クリニック

健康保険病院

サービス提供者

学校給食

サービス提供者

教育省

学校医、学校看護師、健康保険クリニック、健康保険病院は保健人口省大臣官房健康保険事務所（ＨＩＯ）管轄
ヘルスユニットは保健人口省（ＭＯＨＰ）管轄

ＭＯＨＰ ＆ ＨＩＯ

ＭＯＨＰ ＆ ＨＩＯ
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（３）学校保健サービス 
1993年に制定された「学校保険法ガイドライン（Manual of Student Health Insurance Act）」

において、学校保健サービスの具体的な内容が規定されている。これらのサービスが実際に

提供されているかどうかは別として、規定されたサービスの内容は以下のとおりである。 
・年１回の定期健康診断 
・予防接種 
・感染症の報告 
・特別な医学検査 
・スポーツチームの健康検査 
・健康的な学校環境 
・学校栄養 
・健康教育 等 

 
「学校保険法ガイドライン」によれば、学校保健を実質的に取り仕切るのは学校保健チ

ームであり、チームのメンバーは、医師、歯科医師、学校看護師、ヘルスワーカー、検査技

師、ソーシャルワーカーなどから構成されることになっている。最も中心的な役割を持つの

は学校医と学校看護師であり、学校保健チームの具体的な役割もガイドラインに明記されて

いる。しかしながら、これらのサービスがどの程度行き届いているのかについては全く明ら

かにされていない。 
 
（４）学校保健サービスの実情 

「エ」国における学校保健サービスの実情については不明瞭な点が多いが、上エジプト

地域のレッドシー県、アシウト県、ニューバレー県を対象とした学校保健に関する聞き取り

調査（Rikimaru 2006年）並びに今回の事前評価調査から判明した点について以下に記述す

る。 
１）定期健康診断 

多くの学校で定期健康診断は実施されているが、HIOの通達により学年が限定されてお

り、１年次と４年生次のみが対象となっている。証拠となる書類が保管されていないた

め、１年次と４年次に確実に健康診断を実施しているか否かについて、確認することが

困難な学校も存在した。また、検査結果のデータ整理がなされていないため、子どもた

ちの健康状態の把握が困難な学校がほとんどであった。身体計測については、計測器が

不足しているため実施されていない学校もあった。 
２）ラボラトリー検査 

ガイドラインでは便と尿検査が行われることになっているが、実施率については全く

把握できなかった。聞き取り調査では、「検査を行っている」と返答する学校が多いが、

証拠書類がないため実態は不明である。ファユーム県など、住血吸虫症対策プログラム

の対象地域ではこれらの検査が行われているようであった。 
３）予防接種 

予防接種はほぼ100％実施されていると判断され、DT〔Diphtheria-tetanus combined 
toxoid：２種混合（ジフテリア・破傷風ワクチン）〕と髄膜炎の予防接種が実施されていた。 
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４）健康教育 
健康教育のレベルをどのように捉えるかによるが、定期的な健康教育はほとんどの学

校で実施されていないと判断される。学校医や学校看護師が常駐する学校あるいは定期

訪問を行っている学校では健康教育が行われている可能性が高いと思われるが、学校医

や学校看護師の定期訪問がない農村部の多くの学校では、健康教育の機会は非常に限ら

れていることが予想される。実際に学校看護師への聞き取りを行ったところ、健康教育

の実践度合いは相当低いと判断された。その理由の一つに、健康教育の教材がないこと

があげられる。学校側からは、「サイエンスの科目の一部に保健・健康教育に相当する内

容も含まれている」との説明があった。 
５）学校環境の整備 

学校環境の整備に関しては地域や学校による差が大きく、一概に実情を述べることは

困難である。ファユーム県タメイヤ郡で視察した新しい校舎の学校は、教室空間、照明、

換気などの点ではあまり問題はみられなかったが、上エジプト地域には劣悪な環境下に

ある学校が多く、校舎やトイレの清掃等において問題がある学校も少なくない。本事前

評価調査におけるタメイヤ郡の学校訪問ではそのような状況は観察されなかったが、先

の上エジプト地域の学校訪問時には、清掃、衛生環境などの点で改善が急務と思われる

学校を数多く確認したことから、清掃の徹底を要する学校は相当数に上ると推測される。 
６）飲料水の水質検査 

「学校保険法ガイドライン」では飲料水の水質検査を行うことが義務付けられている

が、実際には多くの学校で実施されていないと推測される。聞き取り調査では、同行し

た保健人口省の役人を前にして理想的な返答を繰り返す学校が多く、正直な返答を得る

ことができないことが多々あった。様々な質問から総合的に判断すると、水質検査を実

施している学校は非常に少ないのではないかと考えられる。 
 

（５）他の開発パートナーによる取り組み 
「エ」国において、学校保健関連分野で活動を行っている開発パートナーとしては、

WHO、UNICEF、Save the Children等があげられる。 
１）WHO 

「エ」国を含む中東地域で“Health Promoting School（ヘルスプロモーションスクー

ル）”事業が展開されており、「エ」国では1999年よりHIO及び教育省との連携のもと事業

を実施している。学校保健に関する教材・マニュアルの作成、児童に対する啓発と併せ

て教師への研修も実施している。活動地域はファユーム県を含む20県で、400校を対象と

している。ファユーム県は2006～2008年に対象地域となり、研修を受けた93名の教員の

うち15名がタメイヤ郡に配属されている。 
２）UNICEF 

「エ」国内Minya県、Qina県、Asyut県および Suhaj県の４県、350校において学校衛生

教育活動を実施している。児童が学校保健を含む学校での学びを地域のコミュニティ、

住民にも伝えていくChild to Communityアプローチをとっている。 学校衛生活動（School 
Sanitation Program）を学校カリキュラムにメインストリーム化することが重要と考えてお

り、現行のカリキュラムに衛生教育を統合することを検討中である。 
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３）Save the Children 
ファユーム県の５校において、児童、保護者、教員のイニシアティブを中心とする

“School Development Program”を実施している。ローカルNGOの“Egyptian Association 
Development Plan”との連携により、これらのアクター自身がアセスメントを実施したう

えで、学校で優先すべき事業を決定する。中央･県レベルの関係者を巻き込んだ委員会を

設置し、活動結果を県に対して文書で提出している。課題としては、児童、保護者、教

員とも、多忙な日常の中で活動への参加継続が容易でないこと、教師の多くが契約ベー

スであることから、交代が頻繁であり、事業の継続性を確保しがたいことなどがあげら

れた。このような草の根レベルの事業実施から得られる教訓を本プロジェクトでも十分

に共有していくことが重要と思われる。 
４）USAID 

主にリプロダクティブヘルスへの取り組みを中心に展開しているが、コミュニティの

動員や保健人口省のキャパシティ・ディベロップメントを含む内容となっていることか

ら、情報を共有し、連携していく必要がある。ただし、本調査での面談においては、

USAIDは2011年までに「エ」国におけるすべての保健分野協力を終了する予定とのこと

である。 
５）その他 

上記の団体のほか、本プロジェクト対象地域であるファユーム県においてWFPが活動

しているが、本調査では十分に協議を行うことができなかったため、本プロジェクトの

実施に向けて引き続き情報収集を図っていく必要がある。また、大統領夫人のイニシア

ティブにより、100の学校に対して学校環境を改善する運動（Project of Renovation Public 
100 Schools in Areas in salam Nahda and El Morg regions）が実施されており、このプロジェ

クトではSAHCDが医師・看護師のためのマニュアルを作成している。 
 

２－２ 学校保健の課題 

（１）学童の健康状態の把握 
HIOは学校保健に関するデータを定期的に収集していると表明しているが、児童・生徒の

定期健康診断のデータは全く公表されていない。児童・生徒の身長、体重の地域別、県別、

全国平均のデータや、どのような疾患を患っているのかなどについても全く不明である。こ

のような状況では、実際に検診結果を収集し、かつ分析を行ったのかどうかを確認すること

は難しい。 
 
（２）ダブルバーデンへの対応 

学齢期の子どものみならず、「エ」国民は健康問題の点で明らかに欠乏と過剰の両方の特

徴を持ったダブルバーデンの状況にある。貧血、欠食、虚弱、感染症のような「欠乏と不衛

生」の問題がある一方で、肥満や慢性疾患に苦しむ「過剰」の問題も存在している。肥満や

慢性疾患は巨額の医療費を消費し、貧困層のための医療費を犠牲にする傾向がある。このよ

うな現状に対し、学校保健を介し、健康教育、健康的な生活の実践、健康的な食生活の実践

を学齢期に身に付けることが、将来のリスクを回避する効果的なアプローチとなるであろう。 
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（３）全学年を対象とした定期健康診断 
「学校保険法ガイドライン」では定期健康診断の実施が規定されているが、実際には多

くの学校で１年次と４年次にしか健康診断が実施されていない。聞き取り調査では、「現在

のリソースでは定期健康診断を実施する学年をこれ以上増やすことは不可能である」との回

答を得ているが、全学年を対象にした健康診断実施の可能性について更なる検討が必要であ

る。 
 
（４）健康教育の実践 

「エ」国民の健康的とはいえないライフスタイルから、現在、保健教育の欠落および学

校現場での健康教育の重要性がうかがえる。現在の健康教育の実態を分析し、どのようなア

プローチが可能であるかを検討する必要がある。 
 
（５）学校保健サービスの提供者の育成 

学校保健サービスにかかわる人材の育成がこれまで軽視されてきたため、「エ」国におけ

る学校保健サービスの質や内容の改善は遅れており、人材育成への取り組みが重要な課題と

なっている。 
 
（６）学校保健サービスの指導監督とモニタリング 

学校保健サービスを管轄するHIOおよびSAHCDの指導監督やモニタリングが欠如してい

るため、中央レベルで学校保健サービスの提供に係る問題点が把握されておらず、サービス

の質と量の改善も図られていない現状がある。学校保健サービスの指導監督とモニタリング

を強化するためにはまず制度の確立と強化が必須であり、これらの取り組みを先行させなけ

ればならない。 
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第３章 プロジェクト対象地域における学校保健の現状と課題 
 

学校保健サービスを満足に享受することができない上エジプト地域のファユーム県、また、

ファユーム県の中で今般プロジェクトのパイロット地域となったタメイヤ郡の学校保健状況など

について以下に記述する1。 
 
３－１ ファユーム県における学校保健の現状と課題 

上エジプトと呼ばれる地域にはファユーム県を含めて全９県があり、その大半を農村地帯が

占め、保健指標もそれ以外の地域と比較して低くなっている。県ごとに状況は異なるが、ファユ

ーム県は以下のような特徴をもつ。 
  
ファユーム県では地域住民の８割は農村地帯に暮らしている（表３－１参照）。また、「エ」

国全体での農業従事率は30％を切っているが、ファユーム県の農業従事率は８割近くと高くなっ

ている。 
 

表３－１ 人口および社会経済上の特徴 
（Population and Socio－economic Characteristics, Five Upper Egypt Governorates） 

 全国 ファユーム バニスイフ メナ ケナ アスワン

人口（単位：1000人） 68,648.0 2,371.8 2,208.1 3,960.6 2,876.8 1,098.9

面積（km2） 1,009,450 6,068 10,954 32,279 10,798 62,726

農村部割合（％） 58.4 79.4 78.2 82.6 80.4 58.8

識字率（％） 68.3 55.8 60.4 59.9 59.7 68.1

農業従事率（％） 29.9 45.8 53.1 57.4 43.8 39.0

貧困率（％） 20.7 15.1 43.7 38.2 33.0 27.4

 
また、ファユーム県は、世帯家族人数が6.1人でエジプト全体の平均4.9を大きく上回っており、

６世帯に１世帯は、家族人数が９人を超えると報告されている（表３－２参照）。 
 

表３－２ 世帯構成人数（中間値）（Mean Size of Household） 

 全国 ファユーム バニスイフ メナ ケナ アスワン

 4.9 6.1 5.8 5.2 5.5 5.2 

 
教育の状況については、上エジプト５県のどの県でも初等教育就学率は高い。識字率では、

アスワン県を除く４県では全国平均の68％よりも低くなっている。男性の学校通学年数の中間値

は、全国水準が6.3年であるのに対し、ファユーム県では4.5年と低くなっており、77％の男性が

                                                        
１ タメイヤ郡に関する記述に関しては、2008年２月の事前評価調査における現地調査で収集した情報に基づく一方、本章の

ファユーム県に関する内容は、“A Profile of Five Governorates in Upper Egypt：Based on the Egypt 2005 Demographic and 
Health Survey”からの情報を基に記述する。この調査は、上エジプトの中の５県（BeniSuef、Fayoum、Nenya、Qena、
Aswan）に関するものであり、「エ」国内での人口保健調査の中で最新の調査である。USAID支援にて保健人口省および国

家人口委員会がコンサルタントを雇用して実施したものである。 
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学校に通った経験を持つ。女性についても、ファユーム県は通学年数の中間値は全国水準（全国

の中間値平均）である4.4年を超えておらず、学校に通った経験がある女性は57％にとどまって

いる。また、６歳から20歳までの教育状況を調べてみると、この年齢層ではファユーム県におい

て最もジェンダー格差が大きくなっている（表３－３参照）。県別の格差、教育におけるジェン

ダーの格差ともに、年齢層が下がるについれて小さくなっていることから、近年ではこれらの格

差が次第に減少してきていると考えられる。 
 

表３－３ 16～20歳子どもの就学率（School Attendance for Children of 16-20） 

 全国 ファユーム バニスイフ メナ ケナ アスワン

Female 46 31 33 26 45 41 

Male 56 54 48 47 62 57 

 
生活状況については、床が砂もしくは土むき出しの床に住んでいる世帯数が、全国平均で全

世帯数の10の１という数値に対して、ファユーム県では「少なくとも３分の１の世帯」がこのよ

うな状態に置かれている。また、ミレニアム開発目標で定められた「より安全な水源からの飲料

水の確保」に関して、「エ」国の状況は改善しつつも、安全な飲料水へのアクセスは未だ不安定

であり、ファユーム県の約４分の３の世帯が毎日もしくは１週間に幾度かの割合で不安定な水供

給に悩まされている。トイレ及び排水に関しては、ほとんどの家庭は何らかのトイレ設備を持っ

ており、一切トイレ設備を持たない家庭の割合はファユーム県で８％となっている。全国レベル

では約５％の家庭が別の世帯とトイレを共同使用しており、ファユーム県もおおむね同様の数値

である。 
 
３－２ タメイヤ郡における学校保健の現状と課題 

（１）基礎情報 
タメイヤ郡の全人口約30万人  2 に対して、小学校が77校、中学校が33校存在する。また、

学校医の数は20名、ヘルスビジター  
3（学校看護師）が94名、およびスーパーバイザーが４

名という配置になっている。94名の半数はHIOの雇用、残り半数はPHCユニットの人材を

HIOが契約し雇用している。小学校・中学校の生徒人数を表３－４、表３－５に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 2008 年２月 13 日のタメイヤ郡訪問の際に聞き取った数値による。 
3 現在、「ヘルスビジター」として存在している保健人材に関しては、その養成学校がすべて閉鎖され、３年後にはこの名称

の保健スタッフが消滅することが現時点で決まっている。今後、看護師がヘルスビジターにとって代わることとなってい

る。 
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表３－４ タメイヤ郡内77小学校合計生徒数 

 クラス数 男子（人） 女子（人） 合計 

新入生  3,683 3,220  

１年 158 3,683 3,220  

２年 158 3,778 3,236  

３年 157 3,798 3,158  

４年 143 3,518 2,970  

５年 162 3,725 3,323  

６年 151 3,844 3,120  

（実計） 929 26,029 19,855  

全学年計 
記述数値 929 22,346 19,027 41,373 

出所：ファユーム県HIOより提供された統計数値のコピーにより作成（書面上の計と実際の計に相違あり） 

 
表３－５ タメイヤ郡内33中学校合計生徒数 

 クラス数 男子（人） 女子（人） 合計 

１年 3,542 2,908  

２年 3,325 2,500  

３年 2,693 2,122  

（実計） 9,560 7,530  

全学年計 
記述数値 377 9,560 7,530 17,090 

出所：ファユーム県HIOより提供された統計数値のコピーにより作成（中学校のものは、コピーが切れて

おり判読不明のため後に口頭にて確認して作成） 

 
なお、タメイヤ郡には、高校４校、生徒数7,465人（男子：4,424人、女子：3,041人）、幼稚園

（ Official）20校、園児数1,348人（男児：740人、女児：608人）および幼稚園（ Official 
Language）１校、園児数71人、（男児：39人、女児：32人）がある。 
 

また、学校保健を含む保健を担当する保健局の体制は、郡保健局長、次長のもとに、予防部

や家族計画部など約30名弱の職員がおり、組織概要は表３－６のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－13－



表３－６ タメイヤ郡保健局組織体制図 
郡保健局長（General Director） 【Dr.Lawag】 

郡保健局次長（Deputy Director） 【Dr. Tharowat】 
予防部（５名） 
 
①食品視察官 
②ワクチン 
 担当官 
③衛生官 
④健康教育 
 担当官 
⑤感染症 
 担当官 

家族計画部
（２名） 
＋３台の移動
クリニック 
①医師 
②看護師 

母子保健 
部（２名）
 
看護師 
２名 

歯科 
（１名）
 
歯科医師
１名 

倉庫・保
管部 
（１名）

法務部
（５名）
 
職員 
５名 

総務局 
（10名） 
 
運転手８名
＋車両８台
（内３台は
移動クリニ
ック） 

風土病コント
ロール部、ラ
ボラトリー
（１名） 
 
ラボラトリー
技術者兼スー
パーバイザー

 
（２）学校保健の実態  

4 

１）児童・生徒からみた学校保健  
5 

日常的に組み込まれた学校保健サービスに関しては、まだ不十分ではあるが、子ども

達は何らかの形の健康教育を受け、実践していることが事前評価調査の聞き取り調査か

ら推測される。例えば、学校保健サービスの実施状況に関して小学校５年生を対象に聞

き取り調査を行ったところ、中央からの報告では「小学校１年生、４年生の全員に実施

される」とされていた健康診断について、30名（男女ほぼ半数ずつ）中５名のみ（すべ

て男児）しか受けておらず、健康診断でさえも十分には実施されていない実態が浮かび

あがった。一方で、全員が尿検査を受けていた理由としては、外部ドナーからの資金投

入によるバーティカルプログラム実施が挙げられる。また、子ども達の意識には、親や

教員による学校を通じた健康教育の成果らしきものがうかがわれ、学校や家で自分の健

康に良いことを実践しているという意識をもっているようである。具体的には、手洗い、

歯磨き、お祈りの際に健康のことを祈るなどが実践例としてあげられた。 
なお、訪問した学校では保護者会はある程度機能しており、朝礼において規則やお話

などをマイクで放送する、ニュースを知らせる、水を冷やして提供する、植物を植える

などの活動を行っている。保護者会は、金銭的な資金の提供よりは、「物」の提供や必要

に応じて「労働」を提供している6。 
２）教員・校長先生からみた学校保健 

訪問した学校の校長は、学校保健（子どもの健康）について熱心な様子がうかがえた

が、「学校保険法ガイドライン」は見たことがないとのことであり、学校保健上の問題点

を以下のように語った。 

                                                        
4 事前評価調査時の聞き取り調査は極めて短時間で行われたものであり、統計的な意味をなすものではないが、実態の一側

面を示す情報としては有用である。 
5 2008年２月13日（２回目の訪問）訪問したタメイヤ郡のNew Kasr Rashwan小学校にて実施した児童へのグループインタビ

ューの結果から。New Kasr Rashwan小学校は、2003年設立された小学校で生徒数は453人、教員数22人（男性８名、女性14

名）。 
6 2008年２月６日New Kasr Rashwan小学校長からの聞き取り。 
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・一人のヘルスビジター（学校看護師）が５校を担当している（最近、追加で２名が

任命され、一人２～３校の担当となっている。） 
・学校保健委員会（生徒の代表も参加している会）（School Health Committee：SHC）

は存在している。学校保健委員会では、例えば応急手当方法（救急法）を生徒が学

んでいる。指導員は教員だが、教員に対する救急法の研修機会はないので、本など

を参考に独自に学び、生徒に伝えている。 
・保護者会については、上記「（２）の１）児童・生徒からみた学校保健」参照。 
・学校保健について問題だと感じているのは、①ヘルスビジター（学校看護師）が訪

問する際に活動を行う部屋（＝保健室）がないことである。②また、週に１回の訪

問では、全12クラスの面倒をみるには少なすぎる。必要に迫られ校長みずからアク

ションを起こしている。新学期が始まってすぐに来るべきであるが、本来の予定よ

りも３か月も遅れて来るという実態がある。必要な時にこそ、ヘルスビジター（学

校看護師）に学校にいてもらいたい。解決方法として、ヘルスユニットと学校が離

れている場合は、ヘルスビジターにこの地域に住んでもらうことなどが考えられ

る。ヘルスビジターの移動手段は、徒歩や公共交通手段となっている。 
 

また、一般教員7は学校保健の研修機会はないものの、生徒に対して衛生のことについ

て話している。教材が不足しており、実践的なものが必要であるとのことであった。 
３）学校医からみた学校保健 

学校医への聞き取り調査から、学校医は学校保健の研修を受ける機会もなく、学校保

健のみを担当しているのではないにもかかわらず、９校の約5,000人の児童を受け持つと

いう厳しい状況  
8

 が浮かび上がってきている。インタビューを受けたこの医師は、医師以

外に８名の看護師が担当として各学校に配属されており、学校の生徒数が少ない場合は

一人の看護師が数校を受け持つというシステムを説明してくれた。医師として健康診断

を１年生と４年生に実施しているとのことであったが、「学校保険法ガイドライン」は見

たことがなかった。学校保健に関する研修は受けたことがなく、学校保健に対する関心

もあまりないとのことであった  
9。貧血が疑われる場合には血液検査を行っているが、高

度な医療が必要とされる場合は上部医療機関にリファーするので問題ないとのことであ

った。 
４）郡・県の保健行政官からみた学校保健 

学校現場に近い郡や県の保健行政官は、特に農村部の学校では、必ずしも「学校保険

法ガイドライン」によって示される「あるべき現実」が実現されていないことを把握し

ている。それは、以下のブレーンストーミングの結果  
10

 に示される。学校現場で学校医

や十分な訓練を受け、学校保健の推進力となる学校看護師（ヘルスビジター）が不足し

ていること、またその保健医療スタッフが活動する学校での場所が実際には確保されて

いなこと、健康教育を推進する教材や時間・人材などの不足から啓発が不十分であり、

結果としてコミュニティの参画なども十分でないこと等が指摘されている。 
                                                        
7 英語を話す英語教員からの聞き取り。 
8 2008年２月６日、13日の訪問により、HIOと契約して学校保健活動に参加している医師に聞き取った結果をもとに記述。 
9 学校保健活動に対する報酬は、月額200ポンド程度とのことであった。 
10 2008年２月13日に、タメイヤ郡において学校保健関係者を対象にグループインタビューを行った結果。２月14日のPCMワ

ークショップがカイロで開催されたことから、それに先立ち現場に近い関係者からの声を把握するために実施された。 
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これらの現状の把握は、中央レベルにいくほど困難となっている。中央レベルのオフ

ィサーの職務の責任上、建前論をある程度示さなければならない現実ともいえるであろ

う。 
 
表３－７ 「タメイヤ郡において学校保健サービスの質が十分でないのはなぜか」との質問に対

するブレーンストーミング結果 

 レベル /アク

ター 
問題点 

１ 学校 学校によって

は医師・看護

師（ヘルスビ

ジター）が活

動する場所が

ない。 

生徒を対象

に し た 保

健・健康教

育の時間が

ない。 
 

    

２ コミュニテ

ィ 
（保護者・

地域住民） 

健康教育が不

足（結果とし

てコミュニテ

ィの参画が不

足） 

場所によっ

ては、安全

な飲料水の

供 給 が な

い。 

    

３ 保健所       
４ 郡保健局       
５ 県保健局 学校保健医が

少ない。 
第二次医療

病院が不足 
生徒を対象

とした健康

教育の授業

がない。 

レ フ ァ ラ

ル シ ス テ

ムが複雑 

十分に訓練さ

れたヘルスビ

ジターが不足

している。 

HIO に 属

している

医師が不

足 
６ ラボラトリ

ー 
貧血などの原

因となる寄生

虫存在確認を

する便検査が

困難 

検査のため

の検査技師

の不足 

    

７ 保健人口省

SAHCD 
第一次医療に

従事する医師

の高い離職率

により、サー

ビスに継続性

がない。 

生徒を対象

にした特別

（健康）教

育の教材が

不足してい

る。 

HIO と 県 保

健局・児童

健康部との

連 携 が 弱

い。 

 十分に訓練さ

れたヘルスビ

ジターが不足

している。→

研修供与は中

央の責任であ

る。 

 

８ 医師 学校ごとに配

置される学校

医が少ない。 

     

９ 学校看護師

（ヘルスビ

ジター） 
 

学校ごとに配

置されるヘル

スビジターが

不足 

     

（レベル／アクター別の整理は筆者による） 
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第４章 事前評価調査結果概要 
 
４－１ 総 括 

「エ」国は、発展途上国としては珍しく学校保健サービスの制度が制定されている国である。

しかしながら、制度の存在とは裏腹にその実態には問題が多く、学童・生徒の多くがサービスの

恩恵を受けていないのが現状である。その背景には多くの問題が潜んでいるが、大きな理由の一

つとして、学校保健の重要性の認識が政府や援助機関に乏しいことがあげられよう。例えば、本

事前評価調査において、「学校保健サービスの強化が保健サービス改善における最も費用対効果

の大きい協力となる」と、WHO-EMRO学校保健担当官は明言していたが、WHOを含めた援助機

関の学校保健分野への投入は非常にわずかであり、成果はみえにくい。学校保健の担当部署であ

る保健人口省SAHCDとHIOも、学校保健分野に対しどのような対応をすべきなのか方向性を掴

んでいない状況にあったといえよう。このような状況のなかで、JICAによる学校保健分野にお

ける協力への期待が保健人口省内で大きくなってきていることが、先方政府担当者との協議の過

程で感じられた。 
 

事前評価調査においては、プロジェクト要請から採択までの間に、「エ」国保健人口省PHCセ

クター第一次官（大臣補佐）やSAHCD部長の人事異動があったことにより、プロジェクト要請

内容が十分に伝達されていなかったという事態が発生した。そのため、「エ」国側とJICA側との

間にプロジェクトの理解に関して齟齬がみられ、また同時に、先方の主張が二転三転したことも

あり、調整に翻弄される一幕もあったが、最終的には当初のプロジェクト要請内容に近い形に軟

着陸した。「エ」国側は、当初プロジェクト対象地域を大幅に拡大した大型プロジェクトを要望

したが、JICAの技術協力方針に対して徐々に理解を示すようになり、対象地域を限定したモデ

ル型プロジェクトを実施することで意見が一致した。「エ」国側は、「JICAプロジェクトが対象

県で学校保健サービス改善のモデルを形成すれば、それを自分たちの力で他県へ普及していく」

との力強い約束をしてくれた。学校保健サービス改善のスケールアップは、現実にはそう簡単で

はないと思われるが、このような発言から「エ」国側の強い意志を感じることができた。 
 

プロジェクト活動の推進には、幾つかの大きな課題が存在する。その一つが、PHCセクターと

HIOの調整である。既述のとおり、「エ」国の農村部には学校医や学校看護師が不在である学校

が多く、PHCユニットの医師や看護師が代わりに学校保健サービスの提供を担っている。学校保

健サービスの改善が農村部まで浸透するかどうかは、この２つの機関の相互協力がいかに進むか

にかかっているといっても過言ではない。プロジェクトはこの２つの機関をカウンターパートし

て活動することになるが、双方の機関の学校保健担当部署は決してヒューマンリソースに恵まれ

た組織ではない。HIOには今後学校保健部を形成する計画もあるようであるが、その予定は定か

ではない。プロジェクトには、逆に双方の組織の強化の牽引役を果たす役割が期待されていると

いえよう。 
 

本プロジェクトの対象地域は決して大きくはないが、プロジェクトの趣旨から、対象となる

学校の数は大きな問題ではなく、学校保健サービスの提供が定常化する制度を確立することが強

く求められている。しかしながら、調査団のこれまでの観察によれば、PHCセクターとHIOの双
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方の担当部には、学校保健のエキスパートは存在しない。したがって、対象規模がたとえ小さく

ても、本プロジェクト活動を介して中央レベルおよび県レベルで学校保健のプロフェッショナル

が育成されることになれば、その裨益効果は大きくなると判断される。 
 

本プロジェクトにおいて作成されるガイドライン、教育教材、基準などは将来的にはプロジ

ェクトの対象地域を越えて全国展開されることが期待されている。学校保健が「エ」国内で広く

普及するためには、財政負担を拡大すると同時に、政策決定者や国民の理解を高めていく必要が

ある。プロジェクトは、学校保健の重要性に対する開発パートナーを含めたエジプトの政策決定

者および「エ」国民の認識を高めるための活動をも任務として負っている。 
 
４－２ 協議結果概要 

（１）プロジェクト実施体制について 
「エ」国における学校保健の実施主体は、法的には保健人口省SAHCD及びHIOであるこ

とから、本案件の「エ」国側カウンターパート機関・部署についても、同２機関の中央･地

方部署とすることとなった。ただし、学校保健においては、学校スタッフ（校長、教員）お

よび児童・生徒の保護者が重要なアクターであり、「エ」国の実情においても、これらアク

ターの参加がより効果的な学校保健のサービスに必須と考えられることから、本プロジェク

トにおいて、これらアクターに対する研修を行い、彼等がSAHCD及びHIOが主体となって

実施する学校保健サービスへのサポートを行っていくこととする。 
また、本プロジェクトの活動･成果を教育省関係機関に共有し、教育省から必要な支援を

受けるため、また将来的に教育省が保健人口省と協力して、学校保健への主体的な関わりを

促進するために、中央レベルではJCCメンバーに教育省第一次官を加えることする。同様に

地方レベルにおいても、県SHCメンバーにファユーム県教育事務所の代表者を加えることと

する。 
プロジェクト実施に係るマネージメント体制は以下のとおりである。 

１）プロジェクトダイレクター 
保健人口省第一次官とし、本プロジェクト実施の総責任者として、関係機関との間で

必要な調整を行う。 
２）プロジェクトマネージャー及び副マネージャー 

保健人口省SAHCD部長をプロジェクトマネージャー、HIO本部学校保健担当者を副マ

ネージャーとし、本プロジェクトのマネージメントおよび技術的事項についての責任者

とする。 
３）合同調整委員会（Joint Coordination Committee：JCC） 

プロジェクトの効果的な実施を目的として、半年に１回程度、会合を開催し、プロジ

ェクトの進捗と成果を関係者の間で共有するとともに、県レベルのSHC〔下記４）参照〕

が策定する年間計画案を含め、プロジェクトに係る重要事項を審査・決定する。（委員会

メンバーの詳細については、付属資料３.事前評価調査議事録（Minutes of Meetings）を参

照。） 
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４）県学校保健委員会  
11（SHC） 

県レベルにおいて、保健人口省カウンターパート機関と教育省の実務レベルでの連携

を促進するため、教育省の担当を含めた県SHCを設置する。中央レベルのプロジェクトマ

ネージャーと副マネージャーをアドバイザーとするSHCは、県・郡レベルにおけるプロジ

ェクトの進捗を定期的にモニタリングするとともに、技術的課題への対応や県レベルの

年間計画案の策定を行う〔SHCメンバーの詳細については、付属資料３.事前評価調査議

事録（Minutes of Meetings）を参照〕。 
５）プロジェクト事務所 

SAHCD内およびプロジェクト対象地域（ファユーム県都またはタメイヤ郡都）に各々

執務スペースを確保することとした。なお、プロジェクト対象地域内の執務スペースを

ファユーム県都またはタメイヤ郡都に設置するかについては、プロジェクト開始後、プ

ロジェクトチームの利便性を考慮し、プロジェクトチームが決定することとする。 
 
（２）プロジェクト対象地域について 

プロジェクト対象地域は、上エジプト地域の９県（人口約4500万人）を対象とする。プ

ロジェクト前半では、ファユーム県タメイヤ郡（人口約35万人）をパイロット地域とし、ヘ

ルスプロモーションスクール  
12

 のパイロット校（20校）を選定して活動の拠点とする。プ

ロジェクト後半では、パイロット地域での活動結果を踏まえて、上エジプト地域に対してヘ

ルスプロモーションスクールの活動の拡大を図るため、上エジプト地域の他郡、他県の学校

保健関係者に対する研修を実施する計画である。 
 
（３）プロジェクト協力期間について 

本案件は５年間の協力が要請されていたが、協力内容等を踏まえ、協力期間を４年とす

ることで先方と合意した。 
 
（４）プロジェクトの枠組みについて 

本調査で得られた情報およびプロジェクト・サイクル・マネージメント（Project Cycle 
Management：PCM）ワークショップにおいて確認した現地関係者のニーズを基に、プロジ

ェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）及びPlan of Operation
（PO）を作成し、先方との協議を経て合意した。主な協力の枠組みは下記のとおりである。

〔詳細については、付属資料３．事前評価調査議事録（Minutes of Meetings）を参照。〕 
１）プロジェクト目標 

・ヘルスプロモーションスクールの普及を通じて、タメイヤ郡において学校保健サービ

スの質が向上する。 
・上エジプト地域において、ヘルスプロモーションスクール普及の基盤が整う。 

                                                        
11 「学校保険法ガイドライン」において、個々の学校単位で児童の代表が参加する「学校保健委員会（School Health 

Association）」も規定されているが、県レベルの学校保健委員会とは全く機能が異なるものであり、区別する。 
12 「ヘルスプロモーションスクール（Health Promoting School）」とは、「本プロジェクトを通して開発される学校保健活動を

実施する学校」と定義され、子どもの健康状態の改善を目的に、中央・県・郡レベルのモニタリング・指導監督体制によ

って支えられる。「（５）モデルスクールについて」を参照。 
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２）上位目標 
上エジプト地域におけるヘルスプロモーションスクールと学校保健サービスの拡大を

通じて、学校保健が推進される。 
３）スーパーゴール 

上エジプト地域において、学齢期の子どもの健康状態が改善する。 
４）成果（アウトプット） 

成果１：学校保健モニタリング・指導監督の仕組みが、郡レベルで開発・設置されると

ともに、中央・県レベルで強化される。 
成果２：タメイヤ郡において、学校保健サービスの提供が促進される。 
成果３：学校保健にかかわる人材が強化される。 
成果４：教員や保護者などによるヘルスプロモーションスクールを支援する活動が強化

される。 
 
（５）モデルスクールについて 

本事前評価調査前の検討時は、プロジェクトで普及を図る学校を、①学校保健サービス

全般をカバーし、活動維持にある程度のコストが必要なタイプと、②活動内容を絞り込み、

コスト削減を図る２つのタイプに分ける考えであった。しかしながら、本調査における協議

の結果、協力成果の迅速な普及を図るため、特にタイプを分けずに、普及にふさわしい学校

保健サービスパッケージを策定し、選定した対象校（ファユーム県タメイヤ郡内の20校）を

「ヘルスプロモーションスクール」と名付けて、学校保健活動を推進していくこととする。

「ヘルスプロモーションスクール」での活動結果を踏まえ、プロジェクトの進捗に併せて他

県･他郡の学校保健関係者に対する研修を行っていく。対象校の選定については、選定基準

策定を含め、プロジェクト開始後に行う。 
 
（６）モニタリング体制の強化について 

学校保健サービスの改善には、学校保健活動の監督、検査結果の集計・分析といった保

健人口省を中心としたモニタリング体制の確立が不可欠であるが、現状では制度・人材とも

弱く、特に県･郡レベルでは極めて脆弱である。モニタリング体制強化のため、本プロジェ

クトにおいては、モニタリングのためのガイドラインを策定するとともに、マニュアル・研

修用教材を開発して、関係者向けの研修を行うこととする。 
 
４－３ プロジェクト戦略 

既述のとおり、「エ」国の上エジプト地域をはじめとする農村部では、学校医・学校看護師等

は複数の学校を管轄していることが多く、十分な学校保健サービスが行き届くには至っていない。

学校医・学校看護師等がいない学校は保健人口省PHCセクターが管轄する一次医療施設（ヘルス

ユニット）の医師・看護師によってカバーされることになっているが、他業務との兼ね合いによ

り、学校保健サービスが十分に提供されているとはいえない。さらに、教員や児童・生徒によっ

て学校保健活動を主体的に行う意識が醸成されていないため、学校での保健活動の実践は不十分

である。 
このような状況に対し、行政官や学校医・学校看護師等による学校保健実施体制の整備を図
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るとともに、学校医・学校看護師等だけに頼らない、地域の医師・看護師、教員、児童・生徒、

保護者を含むコミュニティを巻き込んだ形での学校保健活動の実践が必要であり、学校の状況に

応じて健康教育、衛生環境の整備、保健医療活動等それぞれの活動に優先順位を付けながら取り

組み主体の役割分担を図ることで、現状を踏まえた学校保健サービスの促進が望まれる。 
本プロジェクトでは、学校保健サービスの質の向上を目的として、中央および地方レベルに

よる学校保健活動のモニタリング・指導監督体制の整備、学校保健関係者の能力強化、教員や保

護者の学校保健活動への参画促進を通じた学校保健実施体制を強化する。上エジプト地域ファユ

ーム県タメイヤ郡をパイロット地域とし、実施体制の強化を通じて「ヘルスプロモーションスク

ール」という実践的な学校保健モデルを開発し、将来的には上エジプト地域におけるヘルスプロ

モーションスクールの増加によって、学校保健サービスの向上、更には学齢期の児童の健康状態

の改善をめざしていく。 
 
本プロジェクトの上位目標は「上エジプト地域におけるヘルスプロモーションスクールと学

校保健サービスの拡大を通じて、学校保健が推進される」、スーパーゴールは「上エジプト地域

において、学齢期の子どもの健康状態が改善する」となっている。学校での保健サービス提供、

健康教育、学校環境の整備など早期からの学校保健活動は、学齢期の子どもの健康に対する意識

を高め、生活改善による健康増進に資するものである。一方で、「エ」国では、学校保健に関し

て保健人口省が管轄し、学校保健サービス活動は学校医・学校看護師等医療従事者が担うものと

して考えられている傾向が強く、学校教員の参加体制が確立されていない。最終的な裨益者であ

る学齢期の子どもが健康に対する意識をもつためには、学校医・学校看護師の定期的な健康診断、

予防接種等の保健医療サービスの提供だけではなく、日常的にかかわりのある教員による健康教

育、学校環境整備、日常的指導等の活動が重要である。そのため、学校を管轄する教育省を中心

として学校長、教員を積極的に巻き込んでいく必要がある。 
さらに、教育的側面より保健医療的側面を重視した「エ」国の学校保健に対する考え方に則

り、ヘルスプロモーションスクールの設置が本プロジェクト活動の核となるが、プロジェクト終

了後の拡大を「エ」国側が主体になって実施していくことが目標であり、保健人口省及び教育省

双方にヘルスプロモーションスクールの実施体制が理解されることが必要である。 
以上から、本プロジェクトのカウンターパート機関は保健人口省であるが、学校保健活動の

持続性・自立発展性にかんがみて、保健人口省と教育省が円滑に連携する体制を構築することを

プロジェクト活動に含めることが求められている。 
 
４－４ プロジェクト形成に向けた今後の課題 

（１）学齢期児童健康部とHIOの調整 
既述のとおり、学校医・学校看護師等を管轄するHIOは、学校保健サービスの実質的な責

任母体であるが、学校医・学校看護師が不足している農村部では、HIOがコストを負担し、

ヘルスユニットが管轄する医師や看護師を学校に派遣している。このように「エ」国におけ

る学校保健サービスは、HIOとSAHCDによる相互補完関係によって成り立っているにもか

かわらず、現状では双方の円滑なコミュニケーションは十分とは言い難い。そこで、本プロ

ジェクトでは、SAHCDとHIOの学校保健サービスにおける権限、責任、業務分掌を明確に

し、両機関の協力・連携を促進していくとともに、カウンターパートのキャパシティ・ディ
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ベロップメントを図っていく必要ある。 
 
（２）教育省の巻き込み 

既述のとおり、現在「エ」国における学校保健サービスは保健人口省を中心に実施され

ているが、教員、保護者、児童・生徒の参加が学校保健の進展に向け極めて重要である。中

央集権体制の強い「エ」国において、学校現場の校長や教員の動員を図るには、教育省の同

意・協力が必要不可欠であることから、本プロジェクトではJCCや県SHC等の場を活用して、

活動成果を積極的に教育省と共有し、将来的に同省の学校保健に対する積極的な取り組みが

得られるよう働きかけていくことが求められる。 
 
（３）学校レベルにおける実施体制 

（２）に関連し、学校保健に係る教育省からの積極的な協力が確約されていない現状の

中、実践可能な学校レベルにおける具体的な実施体制については、ローカルコンサルタント

およびローカルNGOの活用の検討も含め、プロジェクト開始までに確定することとする。 
 
（４）開発パートナーとの連携 

今後、連携を進めるべき開発パートナーとしては、WHO、Save the Children等が学校保健

分野に関係しており、重要であるところ（各開発パートナーの活動については、第２章「エ

ジプト国における学校保健の現状と課題」を参照）、本プロジェクトではこれら開発パート

ナーの知見・教訓・経験等を活用するとともに、プロジェクトで実施するヘルスプロモーシ

ョンスクールとそのモニタリング・指導監督体制についても共有・普及を図っていく必要が

ある。また、プロジェクト終了後のヘルスプロモーションスクールの全国普及に向けた外部

資金の獲得も視野に入れ、ドナー協調に関する定期会合等を積極的に活用し、プロジェクト

活動の概要、進捗及び成果について開発パートナーに広報していく必要がある。 
 

（５）実施コストの先方負担 
プロジェクト実施コストの「エ」国側の負担については、今後JICAエジプト事務所を通

じて引き続き先方との協議を行い、プロジェクト開始までに決定する。 
 

（６）専門家に求められる能力 
学校保健は、多種多様のアクターが関係する分野である。本プロジェクトにおいても、

保健人口省、教育省をはじめとする公的な関係機関に加え、教員、保護者、児童等、多くの

アクターが存在することから、専門家には高いマネージメント･調整能力が求められる。な

お、「エ」国においては、専門分野の知識･経験のある現地人材の確保ができる分野も多いと

の情報があることから、ローカルリソースの活用を積極的に検討していきたい。この点につ

いては、保健人口省の第一次官からも、適正技術の観点から、ローカルコンサルタントの活

用を積極的に検討してもらいたい旨の発言があった。 
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第５章 評価５項目による評価結果 
 
５－１ 妥当性 

農村部を中心とする保健サービスへのアクセスが容易ではない学齢期の子どもに対して、よ

り効果的かつ持続的な学校保健サービスの提供を可能にする仕組みづくりを目的とする本プロジ

ェクトは、以下に示すとおり、「エ」国の上位政策や受益者のニーズ、また日本の援助政策との

十分な整合性が存在することから、妥当性は高いと判断できる。 
「エ」国における保健政策との整合性について、1997年から世界銀行、USAIDの主導のもと

実施されている「ヘルスセクターリフォーム計画」では、全国民に対して基礎的な保健医療サー

ビスを提供することを長期的目標とするとともに、最も弱い立場にある国民に優先順位を置くこ

とを「エ」国政府は宣言している。このリフォーム計画と健康保険制度の拡大に加えて、ヘルス

セクターリフォーム計画には、①保健人口省の役割の再定義、すなわち、規則の策定・監督機能、

特に医療サービスの質の規範や基準の設定、また、これらを強固なものにするための認可・認定

のメカニズムを確立すること、公衆衛生分野の多くのVertical Programを統合・強化すること、②

研修プログラムを強化し、家庭保健医・看護師および関連保健スタッフの残留率を高め、予防機

能に重点を置く「家族保健モデル（Family Health Model）」を推進すること、③政府の保健医療

サービスのデリバリーシステムに関するマネージメントを県・郡レベルへと地方分権化し、より

保健医療施設の現場レベルでの裁量を強化していくこと、④県・郡の保健計画、実際のニーズの

特定、また投資を維持できるだけの資源のアベイラビリティに基づいて医療施設や保健人材への

公的投資をより合理化すること等  
13

 が示されている。現在実施されている国家開発計画（Socio-
economic Development Five - Year Plan）によると、国民皆保険をめざす大枠の中で、保健サービ

スに関する戦略の６つの柱の一つとして「第一次医療施設を全県において拡大していく

（Expanding primary health care units in all governorates）」ことが掲げられている。学校医、学校看

護師は地域医療、第一次医療に貢献すべき第一次医療施設に配置されている保健医療人材であり、

この施設の拡大が政策的に後押しされることは、現在不足している学校保健に係る人材を拡大配

置していくことにつながる。さらに、健康保険制度でカバーされる児童・生徒の受ける保健サー

ビスの改善という点についても、上位政策との整合性はとれている。 
また、上位政策の中でも確認されているように、本プロジェクトにより裨益する人々および

組織のニーズの存在についても、事前評価調査にて確認された。本プロジェクトの直接的な受益

者には２つのカテゴリーが存在している。直接的に能力強化される保健人口省が管轄する医療ス

タッフ・行政官、特に中央およびファユーム県内の人材に加えて、その活動に伴い、パイロット

地域として参画するファユーム県タメイヤ郡のパイロット校20校をはじめとするタメイヤ郡内の

小中学校の児童・生徒たちが本プロジェクトの直接裨益者である。さらに、上位目標の実現に向

けて間接的に利益を受ける人々は、ファユーム県を越えた上エジプト全県の保健人口省が管轄す

る医療スタッフ・行政官、そしてそれらの人材が提供するサービスを受ける小・中学生である。

これに加えて、児童・生徒とともに学校保健活動を支える教員や保護者たちも間接裨益者として

含めることができよう。これらの直接裨益者、間接裨益者の暮らす上エジプト地域の農村部では、

都市部に比較して保健サービスへのアクセスが制約されており、結果として、人々の健康状態の

                                                        
13 Egypt Service Provision Assessment Survey 2004, USAID, MOHP, El-Zanaty Associates, ORC Macro, April 2005  
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改善が遅れている。労働環境の厳しい農村部においては医師など保健医療スタッフの高い離職率、

保健医療スタッフの学校保健の知識や経験の不足、更には最前線の保健医療スタッフを支えるモ

ニタリング・指導監督の仕組みも機能していないといった現状がある。このような背景のもと、

上述したすべての受益者にとって、本プロジェクトに対するニーズは高いと考えられる。 
最後に、日本の「エ」国支援政策との整合性についてであるが、本プロジェクトがめざす方

向性と日本による「エ」国に対する援助重点分野は一致している。現在、改訂作業中の対「エ」

国国別援助計画において、「競争力のある安定した経済社会に移行すること」をめざすとし、そ

れに対して「持続的成長と雇用創出の実現」、「貧困削減・生活水準の向上」、「地域安定化の促

進」を援助の三本柱としている。「貧困削減・生活水準の向上」のもとでは、貧困削減、特に貧

困層の生活の質の向上に対し、ミレニアム開発目標の達成に向けて、公共サービス拡充・改善

（衛生インフラ、保健医療など）、基礎教育充実・改善、農村開発、社会福祉の向上などの支援

を行うことが述べられている。特に公的医療機関における貧困層への医療サービスの質が向上し

ない現状を背景として、保健・医療の充実、社会福祉の向上が援助重点分野と位置づけられてい

ることから、本プロジェクトがめざす方向性と日本による「エ」国に対する援助重点分野は整合

しているといえる。 
 
５－２ 有効性 

本プロジェクトの有効性は高いことが見込まれる。「ヘルスプロモーションスクールの普及を

通じて、タメイヤ郡において学校保健サービスの質が向上する」というプロジェクト目標は、学

校保健にかかわる保健医療スタッフ個人のスキルアップと同時に、モニタリング・指導監督機能

や研修実施能力などを含む組織全体としてのマネージメント能力を高めた結果として現れる状況

である。本計画で目標達成の戦略として設置された４つの成果は、以下の理由により、プロジェ

クト目標達成を達成するうえで必要不可欠である。 
 

成果１は、現時点においては存在していない郡レベルでのモニタリングおよび指導監督体制

を設置し、これを継続的に機能する仕組みとするために、郡レベルを支える県・国レベルでのモ

ニタリングおよび指導監督体制を改善・強化することをめざしている。本プロジェクトが、限定

された地域における単なるサービス改善プロジェクトではなく、国全体で機能する仕組みづくり

に貢献するためには、郡・県・国を結び、さらに各行政レベルで横並びのアクターを結びつけて

いく仕組みの構築が必要となる。 
現在、学校医からの児童・生徒の保健情報は、学校に任命されている担当者（教員）から郡

のHIOに報告され、それらが県のHIOで取りまとめられ、中央へ報告されるという流れになって

いる。郡では、郡として取りまとめたデータを把握しておらず、それを郡として分析し、その結

果を現状の改善に役立てるという活動も当然ながら行っていない。モニタリング・指導監督シス

テムの強化には、この現況を改善することが求められるが、そのためには、収集されたデータを

HIOのみならず、郡・県保健局全体、ひいては中央の学齢期児童健康部と共有し活用していくこ

とが重要な鍵となる。ただし、限られたマンパワーの効率的配置を念頭に、業務の重複を避ける

ことが必要なため、データ収集そのものは一定程度確立されている既存のルート、すなわちHIO
のルートを活用することが賢明と考えられる。 

成果２は、実際に保健医療サービスの提供が効率的・効果的に実施され、かつ、プロジェク
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トからの投入すなわち外部からの投入が存在しない場合においても、自立発展的な学校保健サー

ビスを提供するためにはどの程度のサービス内容にするべきか、どのような方法が最も負担が少

なく継続性が確保され得るかなどの実験証明となる。学校健診、保健衛生教育、給食改善、尿・

便・血液検査など様々な学校保健活動が考えられるが、タメイヤ郡という実験証明の場で、人口

の大半が農村部に暮らす上エジプト地域に実際に普及拡大し得る実践的学校保健モデル＝ヘルス

プロモーションスクールの具体的な活動と実践方法について、プロジェクト期間を通じて開発す

る。他のアウトプットに支えられて実施される成果２の実際の学校保健活動は、学校保健サービ

スの向上に直接的に資するものである。 
 成果３は、学校保健にかかわる保健医療スタッフ個人のスキルアップと同時に、これら個々人

の能力を有効に配置・活用できる組織全体としての総合的なマネージメント能力を高め、学校保

健サービスが滞りなく行われる状況を作り出すために不可欠の要素である。モニタリング・指導

監督機能や研修実施能力などが含まれるマネージメント能力は、各行政レベルにおいて強化され

るべきものであり、今後地方分権化の進展に伴い、本来は地方において強化されるべきものであ

る。しかしながら、現段階では中央集権体制が強い「エ」国の行政構造に留意しつつ、プロジェ

クトを実施する必要がある。具体的には、プロジェクトサイトとなるファユーム県を越えて上エ

ジプトの他県にもヘルスプロモーションスクールが普及していくことを担保するために、中央レ

ベル行政官がOJTにより能力強化をめざす活動がアウトプット３の中に含められている。成果３

は、PCMワークショップにおいて「エ」国関係者側から「私たちエジプトの保健行政官にとっ

て最もプライオリティが高い部分だ」と表現されたとおり、学校保健サービスが滞りなく行われ

る状況を作り出すために不可欠のアウトプットであると同時に、成果１とともに、パイロット地

域での経験を他地域へと拡大・普及するための足がかりとなる成果でもある。 
成果４は、本事前評価調査のミニッツの署名者には教育省が含まれていないものの、教育省

が管轄する学校現場で児童・生徒と直接かかわる人々、すなわち校長を含む学校の教員たちが極

めて重要なアクターとなる。また、保護者会の活動に象徴されるように、保護者の果たす役割が

非常に大きい。また、学校・学校教員を監督・指導する郡・県、さらに中央の教育省の協力なし

には、保健医療関係者の能力強化を行っても学校保健サービスの提供を通じた子どもの健康改善

には結びつきにくい。以上のことから、教育省の協力は不可欠であり、学校保健を支えるサポー

ターの活動としてアウトプット４もプロジェクト目標達成に必要な要素である。今後の課題とし

て、教育省との協力・協働関係を正式に作り上げ、協働して行う活動の内容をより詳細に計画す

る必要がある。 
 
５－３ 効率性 

以下に詳細を示すとおり、活動内容が研修中心となっていること、高額の機材を伴う活動で

はないこと、現地の人材リソースを十分に活用すること、また広範な人材が研修参加者としてカ

バーされるように、限られた予算から最大限の効果が引き出せるよう計画されていることから、

効率性は高いと予測される。 
活動の中心は研修であり、機材は学校保健活動に必須の学校保健クリニックの備品など基礎

的な保健医療資機材となる。また、「エ」国内の各種専門性を備えた人材を活用することにより、

日本からの短期派遣専門家は、日本の知見が必須と考えられる分野（学校保健、IECなど）に限

定する。 
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また、研修効果を上エジプト地域に広く裨益させるためのTOTもプロジェクトの活動に含まれ

ており、特にプロジェクト後半では、他県の代表者にTOTを実施し、カスケード方式で各県に研

修効果を裨益させる。この計画づくりをも含めた研修計画の策定を中央が主導して指導すること

により、中央の能力強化のためのOJTとして実施することが可能となる。このように、投入に対

して現れる効果を考慮しても、効率性は高いと判断できる。 
さらに、WHOやUNICEFなど他ドナーが実施するプログラムとの共通性から、既に開発された

保健衛生教育、健康教育、環境教育などの学習教材や指導マニュアル、研修により強化された人

材、それらの経験にて蓄積された経験やノウハウなどを活用することにより、相互の活動の相乗

効果が期待できるとともに、プロジェクトの効率性をより高めることが期待される。 
 
５－４ インパクト 

上位目標達成に向けた仕掛けがプロジェクト活動の中に仕組まれていること、中東周辺諸国

を含む他ドナーの既存プログラムと連携が行われた場合、相乗効果が期待できることから、イン

パクトは大きいことが予測される。 
「ヘルスプロモーションスクールの普及を通じて、タメイヤ郡において学校保健サービスの

質が向上する」という地域が一定程度14限定されたプロジェクト目標が達成されたあとに、「上

エジプト地域におけるヘルスプロモーションスクールと学校保健サービスの拡大を通じて、学校

保健が推進される」という上位目標が立てられている。その結果として「上エジプト地域におい

て、学齢期の子どもの健康状態が改善する」というスーパーゴールも示されている。上エジプト

地域はファユーム県を含めて全９県にて構成され、プロジェクト期間中は主にタメイヤ郡の位置

するファユーム県に焦点を当てているものの、タメイヤ郡の経験から得られる持続可能な実践的

学校保健モデルを、ファユーム県以外の上エジプト地域にも広めていく仕掛けが、アウトプット

３達成に向けた活動に含まれている。例えば、上エジプト地域のファユーム県以外の県の学校医、

学校看護師の代表が、将来各県における指導者・講師となる立場の人材として、プロジェクト期

間中に研修を受けることになっており、カスケード方式による研修により多くの人材が育成され

ることが見込まれる。したがって、プロジェクト後半からプロジェクト終了後に裨益していく最

終受益者人口は、上エジプト地域の小・中学生（約500万人程度）にまで膨らむことが期待され

る。 
また、ヘルスプロモーションスクールという実践的なモデルを他県に普及することを目的と

して、タメイヤ郡の経験を基に、国としての全国普及へのアクションプランを策定することや、

同モデルを含めた学校保健活動の成果を他県や他の適切な開発パートナーに紹介・普及すること

を目的として、国レベルでのセミナー開催を活動に入れている。さらに、保健医療スタッフの卒

前教育カリキュラム改訂や職務の見直しなど政策レベルへの影響を及ぼしつつ、広くポジティブ

なインパクトが広がる仕組みをプロジェクト活動に含めることにより、プロジェクトのインパク

トを担保している。 
さらに、「エ」国内にとどまらず、WHOが1999年より（周辺諸国を含む）地域展開している

“ヘルスプロモーションスクール”とも共通する部分が多いことから、セミナーの共催、研修教

                                                        
14 一定程度とするのは、ヘルスプロモーションスクールは学校のみで完結するものではなく、常に郡から県、中央（国）レ

ベルに到るまでのモニタリング・指導監督の仕組みという包括的なものであることから、極めてローカルな地域に限定し

てもなお、全体とかかわるという意味合いをもつことによる。 
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材の共同開発等、同プログラムとの何らかの連携あるいは協働が行われれば、宣伝効果も大きい

と予測され、周辺国までをも含むインパクトが期待できる。一方、負のインパクトに関しては、

現段階で具体的に予測されるものはない。 
 
５－５ 自立発展性 

学校保健サービスの質の向上というプロジェクト目標を達成する過程で、自立発展的なサー

ビス提供メカニズムを作り出す活動が組み込まれているため、プロジェクトそのものが自立発展

性を担保する仕組みとなっており、自立発展性は高いことが予測される。 
 
（１）組織的・制度的自立発展性 

組織的・制度的自立発展性に関して、現時点では、モニタリング・指導監督機能が十分

に働いていない現状が示すとおり、学校保健担当部署の行政能力が高いとは言い難い。しか

し、本プロジェクトを通じて保健医療行政官の能力強化が図られ（有効性の項目を参照のこ

と）、またそれが現在進行中のヘルスセクターリフォーム計画によって政策面からも支えら

れることにより、組織的・制度的な自立発展性を高めていくこととなる。 
妥当性の項目にて既述のとおり、本プロジェクトは、全国民に対して基礎的保健医療サ

ービスを提供することを長期目標とするヘルスセクターリフォーム計画との整合性を持つ。

同計画では、健康保険制度の拡大に加えて、研修プログラムを強化し、家庭保健医・看護師

および関連保健スタッフの残留率を高め、予防機能に重点を置くこと、政府の保健医療サー

ビスのデリバリーシステムに関するマネージメントを県・郡レベルへと地方分権化し、保健

医療施設の現場レベルでの裁量を増やしていくことなどをめざしており、本プロジェクトで

めざす各行政レベルの保健医療行政官の能力強化、および組織の能力強化との整合性をもつ

と判断される。 
 

（２）技術的自立発展性 
技術的自立発展性については、上エジプト地域の農村部において実現可能な実践的モデ

ルであるヘルスプロモーションスクールの具体的な内容をつめていく作業そのものが、プロ

ジェクトの活動内容となっている。自立発展的なサービス提供メカニズムを作る活動自体が

プロジェクト期間内に行われるため、プロジェクトには自立発展性を担保する仕組みが組み

込まれているといえる。例えば、農村部において持続可能な学校健診とはどのようなものか、

全員への血液検査が必須か、どのような保健衛生教育が可能か、栄養改善のためにどこまで

具体的な関与ができるかなど、具体的な内容をつめていく作業そのものが、プロジェクトの

活動内容となってくる。学校医の配置が困難であったり、地理的な条件から学校看護師によ

る巡回が容易ではない地域や、生徒が治療を受けたくとも都市部に設置された保健施設への

アクセスにコストがかかる地域における学校保健の可能性について、タメイヤ郡での試行を

通して検討していくことになる。 
また、セクターリフォーム計画を通じて、現在みられる様々な制約を長期的に改善する

ことが期待されており、例えば医師や看護師など保健医療スタッフの給与体系の見直しを通

じた学校保健サービスの提供促進などが望まれている。ただし、本プロジェクトでは、そう

した長期的な取り組みによる改善が期待される部分（例えば、学校医が不十分であり、適切
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な頻度で学校を訪問することが難しいといった現状）については、プロジェクトの対象外と

せざるを得ず、現状を前提に何が改善できるかを策定していく。 
また、プロジェクトで強化しようとしている技能は、各トレーナーが行う研修に様々な

形で横断的に活用され得るものであり、技術的観点からの自立発展性は高いと判断される。 
 
（３）財政的自立発展性 

財政的自立発展性について、本プロジェクトにより開発された実践的な学校保健モデル

としてのヘルスプロモーションスクールが広く全国に普及するための「エ」国内での予算配

置は必ずしも楽観視することはできない。長期的には、保健セクターリフォーム計画の進展

により、保健スタッフのモチベーション向上に大きく貢献する給与体系改訂を含めた適切な

予算措置や人員配置等の改善がなされることを期待したいが、一朝一夕にそれらの改革が進

むわけではない。その一方で、実践的なモデル普及のために外部資金を獲得することに関し

てはSAHCDは前向きな姿勢を示しており、上位目標達成のために組み込まれている「上エ

ジプト地域への普及拡大のためのアクションプランづくり」という活動の中で、具体的な財源 

15を示す普及計画を策定することになっている。プロジェクト開始後は、自立発展性確保の

ために、財源となりうる具体的な外部資金などを検討することが重要な課題となる。 
 
 

                                                        
15 日本大使館への報告の際、プロジェクトで開発された学校保健モデルを財政的な観点からもその展開の自立発展性を確保

するために、世界銀行開発政策・人材育成基金（Policy and Human Resource Development Fund：PHRD）などの申請可能な

資金を獲得して活用するために、それらに申請することを当初より念頭において活動するなどしてはどうかとの示唆があ

った。 
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